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　３月の市議会定例会で、別府市の令和４年度予算が決まりました。
　令和４年度は、市民一人ひとりが幸せを実感できるよう、新型コロナウイルス感染症対策に取り組み
つつ、共生社会の実現に向けた取組の推進、観光振興・経済対策、子育て・教育環境の充実など、各課
題の解決に向けて取り組む予算を編成しました。

当 初 予 算 の 規 模
一 般 会 計 558 億 2,000 万円  （前年度比　＋ 6.6％）

特 別 会 計 607 億 8,500 万円  （前年度比　＋ 11.2％）

《一般会計》
　民間児童福祉施設等整備費補助金、保育所運営費負担金、湯のまち別府ふ
るさと応援寄付金関係経費、新型コロナワクチン接種事業、学校給食共同調
理場建替事業などの増加により、前年度比で 34 億 7,000 万円（+6.6％）の増
額となっています。

《特別会計》
　競輪事業がウィナーズカップ（ＧⅡ）の開催により増加するなど、全体とし
て前年度比 61 億 100 万円（+11.2％）の増額となっています。

問 　財政課　☎２１－１２４３

令 和４年 度令 和４年 度  
別府市別府市 の の   事業  と   と 予算
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◎１年間に納める市税　
　12 万 6,830 円 ( 前年度比 ＋ 10,732 円 )
※歳入市税予算額 142 億 8,803 万 5 千円を、
　令和４年３月 31 日の人口 112,655 人で割った金額

◎１年間に使われるお金
　49 万 5,495 円 ( 前年度比 ＋ 37,153 円 )
※一般会計歳出予算額 558 億 2,000 万円を、
　令和４年３月 31 日の人口 112,655 人で割った金額

一般会計の予算額　市民１人あたりでは…

会　　 計　　 名 予算額 ( 千円 ) 対 前 年 度 比
国 民 健 康 保 険 事 業 13,253,000 ＋ 2.6％
競 輪 事 業 31,792,000 ＋ 20.5％
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 1,000 増減なし
地 方 卸 売 市 場 事 業 44,000 ＋ 2.3％
介 護 保 険 事 業 13,610,000 ＋ 0.4％
後 期 高 齢 者 医 療 2,085,000 ＋ 16.3％

計 60,785,000 ＋ 11.2％

特別会計の予算額

一般会計の予算額

歳入（収入）の内訳
区　　分 予算額（千円） 対前年度比

市 税 14,288,035 ＋ 7.8％

国・ 県 支 出 金 18,644,130 ＋ 8.5％

交付税・交付金等 13,853,532 ＋ 4.0％

市 債 2,866,100 ー 41.2％

繰 入 金 2,608,217 ＋ 228.6％
分 担 金・ 負 担 金・
使 用 料・ 手 数 料 1,101,194 － 2.8％

そ の 他 2,458,792 ＋ 37.7％

計 55,820,000 ＋ 6.6％

歳出（支出）の内訳
区　　分 予算額（千円） 対前年度比

民 生 費 28,082,037 ＋ 4.2％
総 務 費 6,231,840 ＋ 21.2％
土 木 費 4,567,507 － 13.9％
教 育 費 4,538,293 ＋ 6.2％
公 債 費 3,927,356 ＋ 9.4％
衛 生 費 3,867,504 ＋ 26.4％
消 防 費 1,546,420 ＋ 21.7％
観 光 費 1,256,059 ＋ 5.4％
農 林 水 産 業 費 729,632 ＋ 104.5％
商 工 費 494,069 － 3.7％
議 会 費 351,130 － 1.4％
労 働 費 127,351 ＋ 105.8％
災 害 復 旧 費 800 増減なし
そ の 他 100,002 ー 63.4%

計 55,820,000 ＋ 6.6％

　令和４年度　別府市の事業と予算
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使 　　 途 金額（千円）
１　温泉資源の保護、確保 19,805
２　観光客の快適性確保（ストレスフリー） 1,500
３　観光客の安全・安心の確保 27,156
４　観光客を増加させるための事業推進 50,344
５　観光客の受入体制の充実 1,000

合　　　　計 99,805

充当先事業 金額（千円）
１　衛生費 18,032

じんかい処理費 17,232
し尿処理費 800

２　観光費 253,737
別府市観光みらい創造基金積立金

（入湯税超過課税分） 111,189

観光客誘致事業 77,757
観光施設費 17,486
温泉施設費 47,305

３　消防費 41,188
消防施設費 41,188

合　　　　計 312,957

入湯税超過課税分の使途（別府市観光みらい創造基金繰入金）
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入湯税充当明細表

当初予算の概要は、市ホームページでも紹介しています。
「市政」→「財政」→「市の予算（当初予算）」
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ま ち の 創 生 　～ひととまちをまもり、地域と地域が連携する取組～

 ◎  ひとまもり・まちまもり支援事業（1,800 万円）
　地域が連携・協働し、共通の課題を解決するひとまもり・まちまもり協議会の取組を支援することにより、中規模多機
能自治の推進を図ります。

 ◎ 交通不便地域解消実証運行事業（1,355 万２千円）
　地域公共交通の利便性向上を目的に、市内交通不便地域の解消を図ります。
 ◎ みんなで健活ポイント事業（3,619 万円）
　活動量計やアプリを使い、市内に設置した体組成計などで測定した自身の身体の状態を「見える化」することで、より
効果的な運動、食事、休息などの教室参加や個別健康指導を行います。また、目標設定に対するポイント付加を行うこと
で運動習慣の定着を図ります。

 ◎ 災害情報提供システム導入事業（396 万円）
　浸水予測などに基づき、市民の状況に応じた逃げ時などをプッシュ通知で取得出来るアプリを導入し、市職員が介在す
ることなく市民が避難タイミングを判断出来るようにすることにより、災害被害者がゼロとなる事を目指します。

 ◎ 備蓄倉庫整備事業（１億 8,282 万９千円）
　令和４年度に鉄輪地獄地帯公園に備蓄倉庫及び防災施設を新築、あすべっぷ体育室を備蓄倉庫へ改修、令和５年度に内
竈に備蓄倉庫を新築することで、備蓄計画に沿った備蓄容量を確保します。

 ◎ 図書館等一体的整備事業（9,331 万６千円）
　別府市新図書館等整備基本計画（令和２年３月策定）に基づき、地域課題の解決や地域コミュニティー活性化の拠点、
さらには新しい時代に求められる機能を加えた新図書館等の建設に向け設計を行います。

ひ と の 創 生 　～ひとを大切にし、別府で子どもを産み、育て、生きる取組～

◎ 子育て世帯養育支援訪問事業（236 万４千円）
　様々な要因でネグレクトやヤングケアラーなど、養育支援が必要となっている家庭に対する具体的な支援策としてヘル
パー派遣を実施し、支援体制の強化を図ります。

 ◎ 子どもの見守り体制強化事業（972 万９千円）
　支援対象児童などの居宅を民間団体などが訪問し、状況の把握や食事の提供、学習・生活指導支援などを通じた子ども
の見守り体制の強化を図ります。

 ◎ 子どもの貧困対策事業（25 万４千円）
　支援が難しい相対的貧困などを抱える子どもや家庭を必要な支援につなげるため、連携体制を構築し、適切な支援につ
なげることを目的として協議会を設置します。

 ◎ 産婦健診事業（817 万７千円）
　出産間もない産婦に対し、メンタルチェック、体重・血圧測定、尿検査などの産婦健診を実施します。
 ◎ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用事業（1,557 万５千円）
　児童生徒の環境改善を図る地域全域担当のＳＳＷの勤務日数を週２日から週３日に増やし、増加する相談対応の充実に努めます。
◎ 学校給食共同調理場建替事業（８億 3,834 万２千円）
　安全・安心な学校給食の提供を最優先に衛生管理基準及びＨ

ハ サ ッ プ
ＡＣＣＰの概念に基づく施設整備・運営を行うため、学校

給食共同調理場の建替を行います。

◎ 食物アレルギー対応給食調理場整備事業（519 万４千円）
　令和５年９月から新学校給食共同調理場の運用が開始されることに併せて、山の手小学校の単独調理場を「食物アレル
ギー対応給食調理場」に改修します。

し ご と の 創 生 　～新しいひとの流れをつくり、受け入れ、儲
もう

かる別府に進化する取組～
  ◎ 別府ツーリズムバレー推進事業（4,045 万１千円）
　起業・創業支援、企業誘致・ワーケーション推進、ヒトと企業の交流、新規事業創出などツーリズムバレー構想の実現
に向けた事業を実施します。

 ◎ 文化芸術による持続可能な地域づくり事業（1,667 万６千円）
　アーティスト・クリエイターの移住・定住にかかる施策を実施し、南部地域を中心に芸術文化観光の発信を行います。

 ◎ 観光ウェブサイトリニューアル事業（2,504 万円）
 　ポストコロナを見据え、誘客拡大、滞在期間の長期化、イメージ向上を目指し、観光ウェブサイトをリニューアルします。

その他主な事業

　令和４年度　別府市の事業と予算



 問　新型コロナワクチン接種コールセンター　
　　 ☎０１２０－７９７－５６７　 
　　 〈９時～ 17 時／土日祝日も可〉

　５月は市役所か
らの郵便物が多い
ため、お届けに日
数をいただきます。
ご迷惑をおかけし
ますが、ご了承く
ださい。

２回目接種時期 接種券発送日
令和３年 10/26 ～ 11/２ → 令和４年 ５/ ２（月）

　令和３年 11/３～ 11/９ → 令和４年 ５/ ９（月）
令和３年 11/10 ～ 11/16 → 令和４年 ５/16（月）
令和３年 11/17 ～ 11/23 → 令和４年 ５/23（月）
令和３年 11/24 ～ 11/30 → 令和４年 ５/30（月）

 新型コロナワクチン接種の接種体制が変わります。

１接種券 ２本人確認書類 ３おくすり手帳 ４母子健康手帳

※接種事故を防ぐため、接種券と本人確認書類を必
ずお持ちください。忘れた場合は、接種できない
ことがあります。

・マイナンバーカード
・運転免許証
・健康保険証
・各種障害者手帳
・学生証
・パスポート
・在留カードなど
　　　　　　いずれか１点

あれば ５歳～ 11 歳の
お子さんのみ

または

※４月 29 日（金・祝）～５月１日（日）、
　５月３日（火・祝）～５日（木・祝）はお休み

 ３回目接種券の発送スケジュール

新型コロナワクチン接種のお
知
ら
せ

新型コロナワクチン接種のお
知
ら
せ

接種当日の持ち物について
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接種年齢 ワクチン 接種会場 接種回数
１・２回目 ３回目

５歳～ 11 歳 小児ファイザー
衛藤小児科、河野小児科、古城
小児科、松井小児科、松本小児科、
矢田こどもクリニック

〇

12 歳～ 15 歳 ファイザー 河野小児科、古城小児科、松井
小児科、矢田こどもクリニック 〇 〇

12 歳以上の
全ての人 ファイザー べっぷアリーナ（木曜日のみ） 〇 〇

18 歳以上の
全ての人 モデルナ べっぷアリーナ（金曜日のみ） × 〇

（※）モデルナワクチンの１・２回目接種については、接種量が異なるためべっぷアリーナ

　　
では接種できません。大分県営ワクチン接種センターで接種できます。

　５月から、接種会場は集団接種会場

「べっぷアリーナ」と小児科医院（５歳

～ 15 歳）のみになります。

３回目用接種券
一体型予診票

１・２回目用接種券
（シール型）

 ■ 満 12 歳以上の人へ、２回目接種後６か月経過した人から、順次接種券を発送しています。

■
５
月
の
接
種
体
制

（※）

６月以降の接種
会場は、今後市
ホームページや
別府市公式 LINE
でお知らせします。

▲ホーム　　

　ページ



　ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられな

い理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受け

ていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめ

たりすることは、絶対にあってはなりません。

　ワクチンを受けた人も、引き続き感染予防対策をお願い

します。具体的には、「３つの密（密集・密接・密閉）」の

回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用ア

ルコールによる消毒の励行などをお願いします。

　基礎疾患を有するなど、重症化するリスクが高い小

児には、接種の機会を提供することが望ましいとされ

ています。ファイザー社製ワクチンは、５歳～ 11 歳

の小児においてもデルタ株などに対して、中和抗体価

の上昇や発症予防効果が確認されています。

　しかし、小児については、現時点において、オミク

ロン株に対するワクチン接種効果が確定的でないこと

もあり、小児について努力義務 の規定は適用せず、今

後の最新の科学的知見を踏まえ、改めて議論すること

が適当であるとされました。

※努力義務とは、感染症の発生や予防のために「接種

を受けるよう努めなければならない」という予防接

種法の規定です。努力義務は「義務」とは異なります。

接種は強制ではありませんので、子どもと保護者が

納得したうえで接種していただきます。接種するメ

リットとデメリットを考慮いただき、かかりつけの

小児科医ともよくご相談のうえ、接種を受けるかを

ご判断ください。

　【参照：厚生労働省コロナワクチン Q ＆ A】

　接種済証や接種記録書は、あなたの接種履歴を
証明する大切な書類です。接種後も大切に保管し

てください。スマートフォンなどで撮影した画像

も、国内での接種証明として使用できます。

 守って欲しい。大切なこと！

▲接種済証 ▲接種記録書

新型コロナワクチン接種を
受けた人へ ※
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 １・２回目接種について
５歳～ 11 歳の小児



市報べっぷ 82022.5掲載している講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です。

　          マイナンバーカード・マイナポイントの申請サポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　�出張窓口　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４月30日（土）、５月１日（日）・21日（土）・22日（日）10時～18時　ゆめタウン別府
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５月７日（土）・８日（日）９時～18時　マックスバリュ別府店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５月11日（水）９時～15時　別府浜脇郵便局 / 南部出張所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５月18日（水）９時～15時　朝日大平山地区公民館（朝日出張所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５月25日（水）９時～15時　別府上人郵便局 / 北部コミュニティセンターあすなろ館
��手続に必要な持ち物
  《マイナンバーカードの申請》写真撮影無料！
　  ○ＱＲコード付き交付申請書または通知カード
　  ○本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
  《マイナポイントの申請》
　  ○マイナンバーカード
　  ○カード取得時に設定した４桁のパスワード
　  ○キャッシュレス決済で使用するカードや、
　　  アプリが入ったスマートフォン

《マイナンバーカードの健康保険証利用申請》
〇マイナンバーカード
〇カード取得時に設定した４桁のパスワード

問　申請サポートに関すること　
　　 情報政策課　申請支援コーナー
　　☎７５－８５２１
　  （平日９時～17時）

別府市竹産業販路拡大及び
開拓支援事業補助金

　伝統的工芸品「別府竹細工」の振興を図るため、市内で生産
する竹製品の販路の拡大及び開拓のための事業を実施する小規
模事業者に対し、必要な経費の一部を補助します。
対象者・条件

・竹産業（製竹業、製造業、卸売業、小売業など竹に関するもの）
及びつげ工芸に携わり、市内に主たる事業所を有する小規模
事業者。個人の場合は、住所地についても市内に有すること

・令和４年４月１日以降新たに取り組む事業で、令和４年度中
に事業及び支払が完了すること

・市税を完納していること
※小規模事業者とは、常時使用する従業員数が 20 人（商業また

はサービス業を主たる事業とする場合は５人）以下の会社及び
個人
対象事業　➀製品販路拡大などのために、国内または国外の展
　　　　　示会、小売店などにおいて、出店や宣伝をする事業
　　　　　➁製品販路拡大などのために、インターネットを活
　　　　　用する事業
補助金額　補助対象経費の３分の２以内（千円未満切捨て）　　
　　　　　上限 10 ～ 30 万（事業内容により上限額が異なる）
※予算額に達し次第、受付を終了します。
※詳細は市ホームページをご覧になるか下記へお問い合わせを。
申 問　産業政策課　☎２１－１１３２

日時　５月 18 日（水）11 時～　　場所　市内 11 か所のサイレンスピーカー
※放送内容が不明の場合は、テレフォンサービス☎０１８０－９９９－２７３まで。
問 �　防災危機管理課　☎２１－２２５５

市役所１階で申請サポート窓口を
開設しています。
時間外窓口　【夜間】19 時まで　
５月 11 日（水）、24 日（火）

【休日】９時～ 12 時　５月 14 日（土）

全国瞬時警報システムの一斉情報伝達試験実施
　試験放送ですので
お間違いのないよう

お願いします。

◀
最
新
情
報

サテライトオフィス等整備
促進事業費補助金

　別府市内にサテライトオフィスなどを整備するため
に必要な設備改修等費用の一部を補助します。
対象者・条件

・ 都市部から別府市内へ進出する企業等向けのサテラ
イトオフィスなどを整備する法人　　　　　

・ 市税を完納していること
・国、県、別府市などから同様の事由による補助金な
　どを受けていないこと

・令和５年２月末までに工事及び支払が完了すること
補助対象経費　既存施設の除去及び解体費、建物及び

その附属設備の取得費、工事請負費、委託料、インター
ネットセキュリティー関連機器の整備費、備品（空調、
照明設備、複合機、デスク、椅子、パーテーション、キャ
ビネットなど）の購入費、その他市長が必要と認める
経費

補助金額　補助対象経費の３分の２以内
　　　　　（1,000 円未満切捨て）※上限 1,000 万円　
※審査のうえ、補助対象者及び補助金額を決定します。
募集期間　５月９日（月）～７月 29 日（金）
※申請を希望する人は、事前に下記へご相談ください。
　詳細は市ホームページへ。
申 問　産業政策課　☎２１－１１３２
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軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税

納
期
限
は
５
月
31
日
㈫

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）・

自
動
車
税
（
種
別
割
）
と
も
、

４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
（
割

賦
販
売
の
場
合
は
使
用
者
）
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
（
Ｐ

ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ

ｙ
な
ど
）
で
軽
自
動
車
税
を
納

付
す
る
場
合
、
領
収
書
は
発
行

さ
れ
ま
せ
ん
。
車
検
の
た
め
納

税
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
金

融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

■
納
税
通
知
書
の
発
送
予
定
日

市
税　

軽
自
動
車
（
種
別
割
）

　
　
　

４
月
28
日
㈭

県
税　

自
動
車
税
（
種
別
割
）

　
　
　

４
月
28
日
㈭

問

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）　

　

に
つ
い
て

　

市
民
税
課　

☎
（21）
１
１
１
９

問

自
動
車
税（
種
別
割
）に
つ
い
て

　

大
分
県
別
府
県
税
事
務
所

　

☎
（67）
８
２
１
１

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の

減
免
は
５
月
31
日
㈫
ま
で

　

次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
、
減
免
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

①�

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お

持
ち
の
人
で
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
場
合
（
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

②�

車
い
す
移
動
車
な
ど
特
別
仕

様
で
あ
る
車
両
及
び
専
ら
身

体
な
ど
に
障
が
い
の
あ
る
人

が
運
転
す
る
た
め
に
、
運

転
・
制
御
装
置
な
ど
が
特
別

仕
様
で
あ
る
車
両
の
場
合

③�
社
会
福
祉
法
人
等
が
所
有
す

る
車
両
で
、
当
該
法
人
等
が

そ
の
活
動
に
直
接
専
用
す
る

場
合

申
請
に
必
要
な
も
の
（
①
の
場
合
）

　

納
税
通
知
書
、
身
体
障
害
者

　

手
帳
な
ど
、
運
転
す
る
人
の

　

運
転
免
許
証

※�

減
免
は
１
人
に
つ
き
普
通
車

ま
た
は
軽
自
動
車
（
原
付
を

含
む
）
の
い
ず
れ
か
１
台
で

す
。

※�

障
が
い
の
あ
る
人
の
み
の
世

帯
の
人
の
た
め
に
、
常
時
介

護
す
る
人
が
運
転
す
る
場
合

は
、
障
害
福
祉
課
が
交
付
す

る
証
明
書
が
必
要
で
す
。

◎
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）【
市
税
】

　

減
免
申
請
期
間　

　

５
月
２
日
㈪
～
31
日
㈫

　
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

※�

期
間
内
に
申
請
が
な
い
場
合

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

（
ｐ
ａ
ｙ
ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
な
ど
）
で
も
納
付

で
き
ま
す
。

※�

土
地
の
利
用
状
況
の
変
更
や

家
屋
の
新
増
築
・
取
壊
し
、

住
所
変
更
な
ど
が
あ
る
場
合

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問　

資
産
税
課

　
　

☎
（21）
１
１
２
０

便
利
で
安
心
！　

口
座
振
替
制
度

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
、

納
め
忘
れ
が
な
く
便
利
で
す
。

納
税
通
知
書
と
預
金
通
帳
、
通

帳
印
を
お
持
ち
の
う
え
、
預
金

口
座
の
あ
る
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で
手
続
を

し
て
く
だ
さ
い
。

問　

市
民
税
課

　
　

☎
（21）
１
１
１
９

　
　

資
産
税
課

　
　

☎
（21）
１
１
２
０

軽
自
動
車
税（
種
別

割
）の
口
座
振
替

■
新
規
の
申
込
み

　

振
替
を
ご
希
望
の
人
は
納
税

通
知
書
と
預
金
通
帳
、
通
帳
印

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

は
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に

課
税
さ
れ
ま
す
。
納
税
通
知
書

が
届
か
な
い
人
、
課
税
明
細
書

の
内
容
に
疑
問
の
あ
る
人
は
、

お
早
め
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

納
税
通
知
書
の
発
送
日

４
月
28
日
㈭

納
期
限

※�

全
期
分（
一
括
）の
納
付
の
場

合
は
、
期
別（
１
～
４
期
）の

納
付
書
を
ま
と
め
て
ご
使
用

く
だ
さ
い
。

納�

付
場
所　

納
税
通
知
書
に
記

載
し
て
い
る
各
金
融
機
関
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税　

納
税
通
知
書
・
課
税

明
細
書
等
の
発
送

を
お
持
ち
の
う
え
、
預
金
口
座

の
あ
る
金
融
機
関
・
郵
便
局
・

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で
手
続
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※�

申
込
時
期
に
よ
っ
て
は
、
翌

年
度
か
ら
の
振
替
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

■
複
数
台
所
有
し
て
い
る
人

　

所
有
す
る
全
て
の
軽
自
動
車

の
税
が
口
座
振
替
さ
れ
ま
す
。

一
部
の
軽
自
動
車
だ
け
の
指
定

は
で
き
ま
せ
ん
。
口
座
振
替
申

込
み
後
、
新
た
に
取
得
し
た
軽

自
動
車
も
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
口
座
振
替
後
の
車
検
用
の

　

納
税
証
明

　

５
月
31
日
㈫
の
振
替
終
了

後
、
６
月
中
旬
に
車
検
用
の
納

税
証
明
書
を
発
送
し
ま
す
の

で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。

■�

口
座
振
替
直
後
に
車
検
が

　

あ
る
と
き

�　

車
検
用
の
納
税
証
明
書
が

送
付
さ
れ
る
前
に
必
要
な
場
合

は
、
口
座
振
替
を
記
帳
し
た
通

帳
と
車
検
証
を
お
持
ち
に
な

り
、
市
民
税
課
ま
た
は
各
出
張

所
で
車
検
用
の
納
税
証
明
書
を

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

問　

市
民
税
課

　
　

☎
（21）
１
１
１
９

は
減
免
で
き
ま
せ
ん
。

申

問　
市
民
税
課

　

☎
（21）
１
１
１
９

◎
自
動
車
税（
種
別
割
）【
県
税
】

　

減
免
申
請
随
時
受
付

申

問　
大
分
県
別
府
県
税
事
務
所

　
　
　

☎
（67）
８
２
１
１

４
期
３
期
２
期
１
期

令
和
５
年
２
月
28
日
㈫

令
和
５
年
１
月
４
日
㈬

令
和
４
年
８
月
１
日
㈪

令
和
４
年
５
月
31
日
㈫
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新図書館等整備事業　
オープンプラットフォーム会議 vol.9
「わたしたちの図書館」開催

　
別府市新図書館は、設計に着手し、平成 28 年度から議
論を積み上げてきた別府市新図書館の整備計画がいよい
よカタチになっていきます。
　市民の皆様が考える「新図書館のカタチやあり方」に
ついてご意見をお聞かせください。（グループ形式を予定）
日時　５月 20 日（金）　19 時～ 21 時
場所　別府市役所１階　レセプションホール
定員　50 人
申込期限　５月 18 日（水）
　　　　　定員になり次第締め切ります。
申込方法　電話、メールまたは２次元バーコードから
　　　　　お申し込みください。
　　　　　（氏名、連絡先をお知らせください。）
申 問　教育政策課　☎��２１－１７７７　
　　　　　　　　　�     lib-seibi@city.beppu.lg.jp

第　

回
別
府
市
都
市

計
画
審
議
会
の
開
催

日
時　

５
月
23
日
㈪　

14
時
～

場
所　

市
役
所
１
階

　
　
　

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

議
題　

公
園
の
変
更
ほ
か

※
傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
当

日
13
時
30
分
か
ら
、
会
場
前

で
先
着
順
に
受
付
を
行
い
ま

す
。
傍
聴
者
が
多
数
の
場
合

は
制
限
を
行
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

※
マ
ス
ク
着
用
。

���

体
調
不
良
の
人

���

は
傍
聴
を
お
控

���

え
く
だ
さ
い
。

問　

都
市
計
画
課　

　
　

☎
（21）
１
４
７
１

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
夜
間
窓
口

　

「
日
中
、
仕
事
で
納
付
に
行

け
な
い
」
な
ど
で
お
困
り
の
人

の
た
め
に
夜
間
窓
口
を
開
設
し

国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
減
免

　

令
和
４
年
度
の
保
険
税
及
び

保
険
料
（
令
和
５
年
３
月
31
日

ま
で
に
納
期
限
が
到
来
す
る
も

の
）
と
令
和
３
年
度
相
当
分
の

保
険
税
及
び
保
険
料
で
、
令
和

３
年
度
末
に
資
格
を
取
得
し
た

こ
と
な
ど
に
よ
り
令
和
４
年
４

月
以
後
に
納
期
限
が
到
来
す
る

も
の
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
収
入
が
減

少
し
た
人
な
ど
を
対
象
と
し
た

減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

に
な
る
か
、
６
月
に
発
送
す
る

納
税
通
知
書
の
チ
ラ
シ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
７
月

に
発
送
す
る
保
険
証
の
チ
ラ
シ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
納
税
通

知
書
ま
た
は
納
入
通
知
書
が
お

手
元
に
届
い
て
か
ら
お
願
い
し

ま
す
。

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

　
　
　

�

10
月
下
旬
（
予
定
）

対
象　

20
歳
以
上
で
、
調
査

の
趣
旨
を
理
解
し
、
責
任
を

持
っ
て
調
査
の
事
務
を
遂
行

で
き
る
人

※
報
酬
あ
り
。
詳
細
は
左
記
へ
。

申

問　

政
策
企
画
課
統
計
分
室

　
　
　

☎
（21）
１
２
５
４

就
業
構
造
基
本
調
査

調
査
員
募
集

　

日
本
の
就
業
構
造
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
、
総
務
省

統
計
局
が
実
施
す
る
、
５
年
に

一
度
の
国
の
重
要
な
統
計
調
査

「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
に
お

け
る
調
査
員
を
募
集
し
ま
す
。

内
容　

調
査
説
明
会
へ
の
参

加
、
対
象
地
区
の
調
査
票
配

布
、
回
収
、
検
査
な
ど

期
間　

令
和
４
年
８
月
下
旬
～　
　
　

25

祝
日
の
ご
み
収
集

　

５
月
３
日
㈫
㈷
・
４
日
㈬
㈷
・

５
日
㈭
㈷
は
対
象
地
区
の
ご
み

の
収
集
を
行
い
ま
す
。

　

８
時
30
分
ま
で
に
決
め
ら
れ

た
場
所
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

　

収
集
日
は
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー

に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

必
ず
ご
確
認
の
う
え
、
お
出
し

く
だ
さ
い
。

※
「
も
や
さ
な
い
ご
み
」・「
缶
、

び
ん
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」
の

収
集
は
行
い
ま
せ
ん
。

問　

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　

☎
（66）
５
３
５
３

◀
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ

ま
す
。
保
険
税
・
保
険
料
の
納

付
や
納
付
相
談
、
加
入
や
脱
退

の
手
続
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

電
話
で
の
相
談
な
ど
も
受
け
付

け
ま
す
。

日
時　

５
月
13
日
㈮
、
24
日
㈫

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

空
き
家
バ
ン
ク
に

登
録
し
ま
せ
ん
か

　

空
き
家
バ
ン
ク
制
度
は
市
内

の
空
き
家
の
情
報
を
発
信
し
、

別
府
市
へ
の
移
住
や
定
住
を
希

望
す
る
人
を
応
援
す
る
取
組
で

す
。
別
府
市
に
空
き
家
を
所
有

し
て
い
る
人
で
、
売
却
ま
た
は

賃
貸
を
希
望
し
て
い
る
人
は
、

空
き
家
バ
ン
ク
を
活
用
し
ま
せ

ん
か
。

問　

産
業
政
策
課

　
　

☎
（21）
１
１
１
４

▲こちら

▲市ホームページ「物件一覧」
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を
一
部
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者
・
条
件

　

給
水
区
域
外
の
区
域
に
居
住

す
る
人
で
、
単
独
ま
た
は
共
同

で
給
水
施
設
を
利
用
す
る
人

補
助
率
・
補
助
限
度
額

対象事業費

30 万円以上

10 万円以上

補助限度額

300 万円

100 万円

400 万円

補助率

１／２

１／２

１／３

給水施設
使用世帯数

３世帯以上

２世帯以下
新設改良修繕

災害復旧

※
申
請
を
検
討
す
る
人
は
、
事

前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
補
助
対
象
経
費
な
ど

の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申

問　

生
活
環
境
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
４

子
育
て
家
庭
を　
　

応
援
し
ま
せ
ん
か
！

　

子
育
て
の
援
助
を
し
て
く
だ

さ
る
「
ま
か
せ
て
会
員
」
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

■�

令
和
４
年
度
第
１
回
ま
か
せ

て
会
員
養
成
講
習
会

日�

時
（
３
日
間
）

　

①
５
月
25
日
㈬

　
　

９
時
30
分
～
11
時
40
分

　

②
６
月
１
日
㈬

　
　

９
時
30
分
～
11
時
50
分

　

③
６
月
８
日
㈬

　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

※
養
成
講
習
会
の
受
講
と
は
別

に
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業
説
明
会
も
必

ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。

場
所　

ほ
っ
ぺ
パ
ー
ク（
荘
園
）

対
象　
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
の
人

申
込
方
法　

�

５
月
15
日
㈰
ま
で

に
下
記
へ
。

木
造
住
宅
の
耐
震
化

補
助
制
度

募
集
期
限　

12
月
23
日
㈮

※�

先
着
順
（
予
算
限
度
に
達
し

次
第
終
了
）。

◎
耐
震
診
断

対�

象　

昭
和
56
年
５
月
31
日
以

前
に
着
工
さ
れ
た
二
階
建
て

以
下
の
木
造
一
戸
建
住
宅

所
有
者
負
担　

原
則
５
千
500
円

※
住
宅
の
規
模
や
条
件
に
よ
り

追
加
費
用
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◎
耐
震
改
修
工
事

対�

象　

耐
震
診
断
と
同
様
の
住

宅
（
右
記
）
で
、
耐
震
診
断

の
結
果
、
評
点
が
1.0
未
満
の

も
の

補�

助
金
額　

要
し
た
費
用
の
３

分
の
２
（
上
限
80
万
円
）

※�

た
だ
し
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
上
限
100
万
円
。

・
床
面
積
の
合
計
が
180
㎡
以
上

・�

昭
和
34
年
12
月
31
日
ま
で
に

建
築
さ
れ
た
も
の

・�

精
密
診
断
で
各
階
の
上
部
構

造
評
点
が
0.4
未
満

・
所
有
者
等
が
65
歳
以
上
で
前

年
の
世
帯
全
員
の
所
得
総
額

が
350
万
円
未
満

◎
部
分
耐
震
改
修
工
事

　
（
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
）

対�

象　

耐
震
診
断
と
同
様
の
住

宅
（
上
記
）
で
、
耐
震
診
断

の
結
果
、
１
階
の
評
点
が
0.7

未
満
の
も
の

補�

助
金
額　

要
し
た
費
用
の
３

分
の
２
（
上
限
30
万
円
）

申

問　

都
市
計
画
課

　
　
　

☎
（21）
１
４
８
７

■
耐
震
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣

　
（
無
料
）

　

建
築
士
が
お
宅
に
訪
問
し
、

簡
単
な
診
断
を
行
い
、
相
談
に

応
じ
ま
す
。

申�

問　

大
分
県
建
築
士
事
務

所
協
会

　

☎
０
９
７（
５
３
７
）７
６
０
０

普
通
救
命
講
習

日
時　

５
月
８
日
㈰

　
　
　

９
時
～
12
時

場
所　

消
防
本
部
４
階
会
議
室

※
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
４
年
第
２
回

市
議
会
定
例
会　

会
期
日
程

　

６
月
３
日
㈮
～
17
日
㈮
の
15

日
間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問　

議
会
事
務
局

　
　

☎
(21)
１
５
４
７

内
容　

�

心
肺
そ
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

　
　
　

取
扱
い
、
止
血
法
な
ど

定
員　

15
人
（
先
着
順
）

※�

電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

※
当
分
の
間
、
市
内
居
住
ま
た

は
市
内
勤
務
の
人
に
限
定
し

ま
す
。

問　

消
防
本
部
警
防
課

　
　

☎
（25）
１
１
２
４

申�

問　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
（
ほ
っ
ぺ
パ

ー
ク
内
）　

☎
（27）
１
１
８
９

　

９
時
～
17
時
30
分

　
（
月
曜
日
、祝
日
の
翌
日
休
館
）

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
専
門
相
談

　

一
人
で
悩
み
を
抱
え
ず
に
、

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
27
日
㈮

　
　
　

16
時
～
18
時

場
所　

光
の
園
子
ど
も
家
庭
支

　

援
セ
ン
タ
ー
内
（
荘
園
）

内
容　

子
ど
も
や
子
育
て
環
境

に
関
す
る
悩
み
を
、
法
律
や

人
権
の
観
点
か
ら
弁
護
士
に

　

相
談
で
き
ま
す
。

※
１
人
30
分
程
度
。
要
予
約
。

　

電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

　
　
　

別
府
市
子
ど
も
家
庭
総

合
支
援
拠
点
（
光
の
園
）

　

☎
０
８
０（
３
３
７
１
）０
８
７
４

上
水
道
区
域
外
の

民
営
水
道
施
設
整

備
事
業

　

別
府
市
上
水
道
給
水
地
域
外

に
居
住
す
る
住
民
の
生
活
用
水

を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
施

設
の
整
備
な
ど
に
要
す
る
経
費

申

問　
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15
万
８
千
円
以
下

※�

条
件
に
よ
り
、
所
得
の
上
限
が

緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に

加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥�

入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と

⑦�
身
体
障
が
い
者
（
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
～
４
級
）

⑧�

精
神
障
が
い
者

　
（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

　

帳
１
級
～
３
級
）

⑨
知
的
障
が
い
者
（
療
育
手
帳

　

Ａ
１
～
Ｂ
２
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者
な
ど

◆
特
定
公
共
賃
貸
住
宅（
１
戸
）

住宅名 募集
戸数 棟 階

数 入居基準

光の園
１ Ｂ ３

単身者

・家族

１ Ｄ ３

鶴見 １ Ｈ ５

竹の内 １ Ｄ ３

向原

１

Ａ

２

１ ３

１ ４

宮園

１

Ａ

１

１ ３

１ ４

１ Ｂ ４

上野口 １ Ａ ４

古賀口 １ Ｃ ３

扇山 １ Ｃ ３

西別府 １ Ｂ ５

石垣原
１ Ａ ３

家族

１ Ｂ 簡二

北中
１ Ａ ４

１ Ｂ ４

緑ヶ丘 １ Ｂ ３

新別府 １ Ｂ ２

扇山 １ Ｄ １

野口原 １ Ｂ ３

石田 １ Ａ ４

小倉 １ Ａ １

浜脇高層
１ ー ８

１ ー ９

浜脇再開発 １ ー ３

真光寺（特公賃） １ ー ６

松原（特公賃） １ ー ４
若年夫婦・
若年単身者

　市営住宅の申込みには、来た人の本人確認
と、申込者（入居者全員分）のマイナンバー
の提示が必要となります。「通知カード」か「マ
イナンバーカード」と本人確認書類を忘れず
にお持ちください。

申
込
資
格　

一
般
公
営
住
宅
の

申
込
資
格
①
②
③
④
に
加
え
次

の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

・
世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し
て

控
除
後
の
月
額
所
得
が

　

15
万
８
千
円
を
超
え

　

48
万
７
千
円
以
下

◆
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
用

　

住
宅
（
１
戸
）

申
込
資
格　

一
般
公
営
住
宅
の

申
込
資
格
①
③
④
に
加
え
次

の
条
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
。

Ⓐ
控
除
後
の
月
額
所
得
が�����　
　
　
　
　
　
　

　

15
万
８
千
円
を
超
え

　

25
万
９
千
円
以
下

Ⓑ
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
用

住
宅
は
令
和
４
年
７
月
１
日

◆
一
般
公
営
住
宅
（
28
戸
）

申�

込
資
格　

次
の
条
件
を
全
て

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

①�

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　
（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る

④�

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

員
で
な
い

⑤�

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

申
込
期
間

　

５
月
２
日
㈪
～
13
日
㈮

抽
選
日　

５
月
21
日
㈯

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

�

申

問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

�　
　
　

☎
（21）
２
２
０
０

現
在
の
年
齢
が
35
歳
以
下
の

人
か
ら
な
る
夫
婦
で
他
に
同

居
人
が
い
な
い
こ
と
、
ま
た

は
35
歳
以
下
の
単
身
者

■
申
込
方
法

　

必
要
書
類
を
添
え
、
窓
口
ま

　

た
は
郵
送
で
申
込
み
を
。

※�

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

①�

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
婚
約
済
み
で
当
選

後
、
指
定
の
入
居
日
か
ら
３

か
月
以
内
に
入
籍
予
定
の
場

合
は
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

②�

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

は
、
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

③�

市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し

た
月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で

す
。
当
選
前
の
内
見
は
で
き

ま
せ
ん
。

④�

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち

込
み
は
禁
止
で
す
。

空
室
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
(27)
０
８
３
９（
24
時
間
案
内
）

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
（w

w
w.oita-jkk.jp

）

「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」↓

「
市
営
住
宅
」↓「
別
府
市
営
住
宅
」

各
出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

閲
覧
で
き
ま
す
。

消
費
生
活
相
談

　

消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
や
契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
。

日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時
30
分

※
祝
日
は
除
く
。

相
談
員

　

消
費
生
活
専
門
相
談
員

場
所
・
問　

別
府
市
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
（
市
役
所
４
階
産
業

政
策
課
内
）
☎
（21）
１
８
８
１
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何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
　次の時代の社会を担う子どもたちが、いじめ・虐待・体罰の
犠牲となるなど、子どもたちの「人権」が守られていない実情が
あります。特に、保護者による子どもへの虐待（児童虐待）が大
きな社会問題になっています。
　虐待は、子どもの心身に重大かつ深刻な影響を及ぼします。「し
つけ」と称した児童虐待が行われた結果、子どもが死に至った重
大なケースも発生しました。
　「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」これは「児童
虐待の防止等に関する法律」第３条の全文です。
　児童虐待は、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト（育児放棄）・
心理的虐待の４つに類別されていますが、被害者（虐待を受ける
子ども）・加害者（虐待する保護者）のそれぞれに、次のような
特徴的な行動やサインが現れます。
【子ども】不自然なアザややけどの痕、いつも汚れた衣服を着用し
ている、表情が乏しい、家に帰りたがらない、保護者を避けるな
ど／【保護者】たたく、「しつけ」と称して人前で子どもを激しく
叱る、家の内外が散らかっている、周囲と交流がなく孤立している、
子どもを置いて外出しているなど
　児童虐待を防ぐためには、周囲の人がこのような行動、サイン、
異変や違和感に気付いたうえで迅速に対応することが大切です。
子どもたちが安心して成長していけるよう、地域全体で子どもた
ちを見守り、育てていきましょう。
　虐待かもと思ったら、下記の通告・相談先へ迷わず連絡してく
ださい。
【私たちができること（通告）】
　「児童虐待の防止等に関する法律」第６条に、虐待を受けたと
思われる児童を見つけた場合は、速やかに市区町村、都道府県の
設置する福祉事務所または児童相談所などに（児童委員を介して
もよい）通告しなければならないと定めています。
■児童虐待の通告は国民の義務です。
※通告義務は守秘義務より優先されます。
■「虐待されている」という確証がなくても通告しましょう。も
し虐待の事実がなかったとしても、責任を問われることはありま
せん。
■通告した人の秘密は守られます。
■結果的に、虐待をしている人を救うことにもつながります。
通告・相談先　別府市子育て支援相談室　☎２１ー１２３９
　　児童相談所全国共通ダイヤル　☎１８９（いちはやく）
　　子どもの人権 110 番　☎０１２０ー００７ー１１０
５月の無料人権相談　お気軽にご相談ください。
日時　11 日（水）　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
場所　市役所４階　４F ー１会議室（予約優先）
相談員　人権擁護委員　
問　共生社会実現・部落差別解消推進課　☎２１－１２９１

５
月　

日
は「
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
日
」

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
厚

生
労
働
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
、

地
域
住
民
の
身
近
な
相
談
・
支

援
者
と
し
て
地
域
福
祉
の
推
進

に
努
め
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

　

ま
た
、
各
小
学
校
区
に
１
～

２
人
の
児
童
福
祉
に
関
す
る
こ

と
を
専
門
に
扱
う
主
任
児
童
委

員
が
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
役
割

・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
必

要
な
人
に
福
祉
情
報
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

・
そ
の
場
で
解
決
で
き
な
い
問
題

の
場
合
、
専
門
機
関
を
紹
介
し

て
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

・
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る

よ
う
に
、
皆
さ
ん
の
声
を
行

政
や
関
係
機
関
に
届
け
ま
す
。

※
福
祉
に
関
す
る
相
談
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
あ
な
た
の
町
の
民
生

委
員
・
児
童
委
員
に
お
声
掛
け
を
。

問　

高
齢
者
福
祉
課

　
　

☎
（21）
１
０
０
３

じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

日
時　
５
月
17
日
㈫　

10
時
～
12
時

内
容　

ハ
ン
カ
チ
で
で
き
る
巾

　
　
　

着
作
り

12

持
ち
物　

同
じ
大
き
さ
の
ハ
ン

カ
チ
２
枚
、
裁
縫
セ
ッ
ト
及

び
ハ
サ
ミ　

費
用　

100
円

講
師　

も
の
づ
く
り
同
好
会

場�

所
・
申
問　
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

（
石
垣
東
10
丁
目
）
☎
（23）
６
１
６
３

人
権
・
行
政
困
り

ご
と
相
談
所

日
時　
６
月
１
日
㈬　

10
時
～
15
時

場
所　

市
役
所
１
階

　
　
　

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

内
容　

差
別
や
ハ
ラ
ス
メ
ン

わたしたちのねがい

ト
を
受
け
た
な
ど
の
人
権
問

題
・
行
政
の
手
続
、
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
の
困
り
ご
と

相
談
員　

人
権
養
護
委
員

　
　
　
　

行
政
相
談
委
員

問　
大
分
地
方
法
務
局
人
権
養
護
課

　
☎
０
９
７（
５
３
２
）３
１
６
１

相
談
専
用
電
話

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

債
務
者
相
談
会

（
要
予
約
）

　　

弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の

相
談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困

り
の
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

５
月
12
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階　

　
　
　

４
Ｆ
｜
２
会
議
室

定
員　

６
人（
先
着
順
）

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

産
業
政
策
課　

　
　
　

☎
（21）
１
８
８
１

農
地
農
業
相
談

日
時　

５
月
19
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

農
業
委
員
会
室

内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る　
　
　
　
　

　
　
　

相
談
な
ど

相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利　
　
　
　

　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

※
予
約
は
５
月
11
日
㈬
ま
で
に

電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８



   

相談名称 相　談　内　容 相談日（祝日除く）　 相談時間 相談場所 相談員 問合先 電話番号

福
　
祉
　
・
　
保
　
健

母 子・ 父 子 相 談 ひとり親家庭の養育、経済上の問題などに関すること 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 市役所１階  子育て支援課 母子・父子自立支援員 子育て支援課 21-1701
女 性 相 談 配偶者などからの暴力（DV）などの悩みに関すること 火～土曜日、面接は 予   9:00 ～ 17:00 別府市男女共同参画センター 婦人相談員 共生社会実現・部落差別

解消推進課 21-7820

子 育 て 支 援 相 談
（ 家 庭 児 童 相 談 ）

・育児やしつけ、子どもの問題行動など子育てに関すること
・児童虐待に関すること

月～金曜日   8:30 ～ 17:00 市役所１階  別府市子ども家庭総合
支援拠点  子育て支援課 子ども家庭支援員 子育て支援課 21-1239

年中無休（祝日含む） 24 時間 別府市子ども家庭総合支援拠点  光の園 虐待対応専門員、
子ども家庭支援員

別府市子ども家庭総合支援
拠点  光の園

090-1348-0874
080-3371-0874

高 齢 者 福 祉 相 談 65 歳以上の高齢者の福祉サービスに関すること 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 市役所１階  高齢者福祉課 高齢者福祉課職員 高齢者福祉課 21-1442
介護保険に関すること 市役所１階  介護保険課 介護保険課職員 介護保険課 21-1463

障 が い 者 相 談 障がい者の福祉、障がい者への差別や虐待に関すること 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 市役所１階  障害福祉課 障害福祉課職員 障害福祉課 TEL  21-1413
FAX  22-1780

警 察 安 全 相 談 認知症高齢者の一人歩きによる行方不明の場合の発見 ･ 保護に関する相談や手配 年中無休（祝日含む） 24 時間 別府警察署 別府警察署職員 別府警察署生活安全課 21-2131

健 康 相 談 生活習慣病の予防や健康づくりに関すること 月～金曜日 予   8:30 ～ 17:00 別府市保健センター、市役所 GF 健康推進課 保健師、管理栄養士、
健康運動指導士 健康推進課 21-2188

こ こ ろ の 相 談 会 困りごとや、不安な気持ち、眠れないなどの悩みに関すること 市報に掲載   9:00 ～ 16:00 別府市保健センター 臨床心理士、保健師 健康推進課 21-2188

育 児 相 談 妊娠出産に関すること、乳幼児の発育、離乳食や子育ての悩みに関すること 月～金曜日
※午後は 予 予予   9:00 ～ 16:30     別府市子育て世代包括支援センター

（別府市保健センター） 保健師・助産師・管理栄養士 健康推進課
（別府市保健センター内） 21-1117

子 育 て 相 談 ・子育てに関すること
・情報の提供、助言、その他の援助

月～土曜日

  9:00 ～ 17:30

北部子育て支援センターどれみ
（電話相談） 保育士

どれみ 66-8181
火～日曜日

（祝日含む・祝日の翌日は休み）
南部子育て支援センターわらべ

（電話相談） わらべ 25-0120
火～日曜日

（祝日含む・祝日の翌日は休み）
西部子育て支援センターべるね

（電話相談） 保育士、保健師 べるね 27-1128

職
　 

業

労 働 相 談 採用、退職、解雇、個別労働紛争などに関すること 第２水曜日 13:00 ～ 16:00 市役所内会議室 社会保険労務士 大分県社会保険労務士会
別府支部 0978-63-2001

就 職 に 関 す る 相 談 概
おおむ

ね 49 歳以下の若年者（学生含む）の就職相談など
月～金曜日   8:30 ～ 17:15 ジョブカフェおおいた別府サテライト ジョブカフェおおいた

別府サテライト相談員
ジョブカフェおおいた
別府サテライト 27-5988

第２水曜日 13:00 ～ 16:00 市役所内会議室
就 職 や 雇 用 保 険 に
関 す る 相 談 職業相談・紹介、職業訓練、雇用保険の受給、求人申込に関することなど 月～金曜日   8:30 ～ 17:15 ハローワーク別府 ハローワーク職員など ハローワーク別府 23-8609

高 齢 者 職 業 相 談 60 歳以上で、働く意欲のある健康な人への生きがいとしての臨時的
かつ短期的な職業紹介 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 シルバー人材センター シルバー人材センター職員 別府市シルバー人材センター 78-2200

法
律
・
人
権

公 証 人 に よ る 相 談 遺言、任意後見契約、家族信託、尊厳死宣言、離婚に伴う養育費・財産
分与・慰謝料の支払契約、金銭消費貸借契約、債務弁済契約などの公正
証書に関すること

第１水曜日 予   9:30 ～ 11:30 別府市男女共同参画センター
（R4.9 月～ R5.3 月は別府市公会堂で開催） 公証人 大分公証人合同役場 097-535-0888公 証 人 に よ る

休 日 相 談 会
土・日曜日、祝日のうち月１回

（日程は市報に掲載、 予 ） 市報に掲載

相 続・ 遺 言 相 談 相続・遺言など  第４水曜日
 （祝日の場合は翌日） 10:00 ～ 12:00 別府市男女共同参画センター 

（R4.9 月～ R5.3 月は別府市公会堂で開催）
大分県行政書士会
別府支部相談員 大分県行政書士会別府支部 76-5250

人 権 相 談
各種人権問題に関すること 第２水曜日

（予約者優先）
10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00 市役所内会議室 人権擁護委員 共生社会実現・部落差別

解消推進課 21-1291

部落差別をはじめとする各種人権問題に関すること 月～金曜日 予   9:00 ～ 16:00
（受付 15:30 まで） 別府市人権啓発センター 別府市人権啓発センター職員 別府市人権啓発センター 23-6163

身 近 な 法 律 相 談 会 不動産の登記（売買、贈与、相続など）、会社の登記（設立、役員変更など）、
借金問題、成年後見、少額裁判など

第１火曜日 予
（祝日の場合は翌週の火曜日・

１日４組まで）

13:30 ～ 16:00
１組 30 分以内

別府市男女共同参画センター 
（R4.9 月～ R5.3 月は別府市公会堂で開催） 司法書士

大分県司法書士青年の会
事務局（予約は市報掲載の
日程分のみ可能）

72-7588

弁 護 士 に よ る
専 門 相 談

学校でのトラブル（いじめなど）、経済的な悩み、家族間のトラブル（DV
など）、子育ての困りごとが生じ、法的観点からの対処方法など 第３木曜日 予 16:00 ～ 18:00

１件 30 分 別府市子ども家庭総合支援拠点  光の園 弁護士 別府市子ども家庭総合
支援拠点  光の園 080-3371-0874

教
育

教 育 相 談 園児・児童・生徒の学習、生活、不登校、いじめ、問題行動など教育全
般に関すること

月～金曜日、
面接は 予   9:00 ～ 17:00 別府市教育相談センター

（野口ふれあい交流センター南館３階）
心理相談員（公認心理師、
臨床心理士） 別府市教育相談センター 26-0812

経  

済
消 費 生 活 相 談 契約・解約・悪質商法などの消費生活に関すること 月～金曜日   9:00 ～ 16:30 別府市消費生活センター

（市役所４階  産業政策課） 消費生活専門相談員 別府市消費生活センター
（産業政策課内） 21-1881

債 務 者 相 談 会 消費者金融・クレジットなどの債務に関すること 第２木曜日 予（祝日の場合は前日） 13:30 ～ 16:30 市役所内会議室 弁護士

そ
　
の
　
他
　

市 民 相 談 市の行政や市民の日常生活に関すること、市への要望・提言など 月～金曜日   9:00 ～ 16:00 市役所１階  市民相談室 市民相談員 自治連携課 21-2510

行 政 相 談 国などの行政に関する苦情・要望 第３水曜日 10:00 ～ 12:00 別府市男女共同参画センター
（R4.9 月～ R5.3 月は別府市公会堂で開催） 行政相談委員

自治連携課 21-1125
総務省大分行政監視行政相談
センター（きくみみ大分） 097-533-1100

不 動 産 相 談 宅地建物取引に関すること 第２木曜日 13:00 ～ 16:00
受付 15:00 まで

別府市男女共同参画センター
（R4.9 月～ R5.3 月は別府市公会堂で開催） 宅地建物取引士 大分県宅建協会別府支部

※不定休
21-8578

（9:00 ～ 15:00）
自 立 相 談 就労、将来への不安など、自立に向けた支援に関すること 月～金曜日   9:00 ～ 16:00 社会福祉会館 社会福祉協議会職員 別府市自立相談支援センター 26-6070
ボ ラ ン テ ィ ア 相 談 福祉・地域などのボランティア活動に関すること 月～金曜日   9:00 ～ 16:00 社会福祉会館 社会福祉協議会職員 社会福祉協議会 26-6070
み ど り の 相 談 みどり（植物など）全般に関すること 月・水・金曜日 10:00 ～ 16:00 みどりの相談所（南立石公園内） みどりの相談員 みどりの相談所 24-1643

労働・生活・福祉相談 労働・生活・福祉に関すること 月～金曜日   9:00 ～ 17:00 別府地区労働福祉会館内 ライフサポートセンター
相談員

大分県労働者福祉協議会
ライフサポートセンター 26-3155消費生活に関すること 月・水・金曜日 13:00 ～ 16:00

農 地 農 業 相 談 農地に関する全般、農業者年金などに関すること 第３木曜日 予 13:30 ～ 15:30 市役所４階  農業委員会室 農業委員、農地利用最適化
推進委員 農業委員会事務局 21-1178

防 火 相 談 火災予防全般に関すること 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 消防本部３階　予防課 予防課職員 予防課 25-1125
水 道・ 下 水 道 相 談 水道・下水道全般に関すること 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 上下水道局 上下水道局職員 上下水道局 23-0361
終 活 相 談 相続・遺言・生前整理・死後事務委任・任意後見契約など 第３木曜日 予 13:00 ～ 16:00 社会福祉会館 行政書士、社会福祉士 社会福祉協議会 73-6070

 令和４年４月現在



   

相談名称 相　談　内　容 相談日（祝日除く）　 相談時間 相談場所 相談員 問合先 電話番号

福
　
祉
　
・
　
保
　
健

母 子・ 父 子 相 談 ひとり親家庭の養育、経済上の問題などに関すること 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 市役所１階  子育て支援課 母子・父子自立支援員 子育て支援課 21-1701
女 性 相 談 配偶者などからの暴力（DV）などの悩みに関すること 火～土曜日、面接は 予   9:00 ～ 17:00 別府市男女共同参画センター 婦人相談員 共生社会実現・部落差別

解消推進課 21-7820

子 育 て 支 援 相 談
（ 家 庭 児 童 相 談 ）

・育児やしつけ、子どもの問題行動など子育てに関すること
・児童虐待に関すること

月～金曜日   8:30 ～ 17:00 市役所１階  別府市子ども家庭総合
支援拠点  子育て支援課 子ども家庭支援員 子育て支援課 21-1239

年中無休（祝日含む） 24 時間 別府市子ども家庭総合支援拠点  光の園 虐待対応専門員、
子ども家庭支援員

別府市子ども家庭総合支援
拠点  光の園

090-1348-0874
080-3371-0874

高 齢 者 福 祉 相 談 65 歳以上の高齢者の福祉サービスに関すること 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 市役所１階  高齢者福祉課 高齢者福祉課職員 高齢者福祉課 21-1442
介護保険に関すること 市役所１階  介護保険課 介護保険課職員 介護保険課 21-1463

障 が い 者 相 談 障がい者の福祉、障がい者への差別や虐待に関すること 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 市役所１階  障害福祉課 障害福祉課職員 障害福祉課 TEL  21-1413
FAX  22-1780

警 察 安 全 相 談 認知症高齢者の一人歩きによる行方不明の場合の発見 ･ 保護に関する相談や手配 年中無休（祝日含む） 24 時間 別府警察署 別府警察署職員 別府警察署生活安全課 21-2131

健 康 相 談 生活習慣病の予防や健康づくりに関すること 月～金曜日 予   8:30 ～ 17:00 別府市保健センター、市役所 GF 健康推進課 保健師、管理栄養士、
健康運動指導士 健康推進課 21-2188

こ こ ろ の 相 談 会 困りごとや、不安な気持ち、眠れないなどの悩みに関すること 市報に掲載   9:00 ～ 16:00 別府市保健センター 臨床心理士、保健師 健康推進課 21-2188

育 児 相 談 妊娠出産に関すること、乳幼児の発育、離乳食や子育ての悩みに関すること 月～金曜日
※午後は 予 予予   9:00 ～ 16:30     別府市子育て世代包括支援センター

（別府市保健センター） 保健師・助産師・管理栄養士 健康推進課
（別府市保健センター内） 21-1117

子 育 て 相 談 ・子育てに関すること
・情報の提供、助言、その他の援助

月～土曜日

  9:00 ～ 17:30

北部子育て支援センターどれみ
（電話相談） 保育士

どれみ 66-8181
火～日曜日

（祝日含む・祝日の翌日は休み）
南部子育て支援センターわらべ

（電話相談） わらべ 25-0120
火～日曜日

（祝日含む・祝日の翌日は休み）
西部子育て支援センターべるね

（電話相談） 保育士、保健師 べるね 27-1128

職
　 

業

労 働 相 談 採用、退職、解雇、個別労働紛争などに関すること 第２水曜日 13:00 ～ 16:00 市役所内会議室 社会保険労務士 大分県社会保険労務士会
別府支部 0978-63-2001

就 職 に 関 す る 相 談 概
おおむ

ね 49 歳以下の若年者（学生含む）の就職相談など
月～金曜日   8:30 ～ 17:15 ジョブカフェおおいた別府サテライト ジョブカフェおおいた

別府サテライト相談員
ジョブカフェおおいた
別府サテライト 27-5988

第２水曜日 13:00 ～ 16:00 市役所内会議室
就 職 や 雇 用 保 険 に
関 す る 相 談 職業相談・紹介、職業訓練、雇用保険の受給、求人申込に関することなど 月～金曜日   8:30 ～ 17:15 ハローワーク別府 ハローワーク職員など ハローワーク別府 23-8609

高 齢 者 職 業 相 談 60 歳以上で、働く意欲のある健康な人への生きがいとしての臨時的
かつ短期的な職業紹介 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 シルバー人材センター シルバー人材センター職員 別府市シルバー人材センター 78-2200

法
律
・
人
権

公 証 人 に よ る 相 談 遺言、任意後見契約、家族信託、尊厳死宣言、離婚に伴う養育費・財産
分与・慰謝料の支払契約、金銭消費貸借契約、債務弁済契約などの公正
証書に関すること

第１水曜日 予   9:30 ～ 11:30 別府市男女共同参画センター
（R4.9 月～ R5.3 月は別府市公会堂で開催） 公証人 大分公証人合同役場 097-535-0888公 証 人 に よ る

休 日 相 談 会
土・日曜日、祝日のうち月１回

（日程は市報に掲載、 予 ） 市報に掲載

相 続・ 遺 言 相 談 相続・遺言など  第４水曜日
 （祝日の場合は翌日） 10:00 ～ 12:00 別府市男女共同参画センター 

（R4.9 月～ R5.3 月は別府市公会堂で開催）
大分県行政書士会
別府支部相談員 大分県行政書士会別府支部 76-5250

人 権 相 談
各種人権問題に関すること 第２水曜日

（予約者優先）
10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00 市役所内会議室 人権擁護委員 共生社会実現・部落差別

解消推進課 21-1291

部落差別をはじめとする各種人権問題に関すること 月～金曜日 予   9:00 ～ 16:00
（受付 15:30 まで） 別府市人権啓発センター 別府市人権啓発センター職員 別府市人権啓発センター 23-6163

身 近 な 法 律 相 談 会 不動産の登記（売買、贈与、相続など）、会社の登記（設立、役員変更など）、
借金問題、成年後見、少額裁判など

第１火曜日 予
（祝日の場合は翌週の火曜日・

１日４組まで）

13:30 ～ 16:00
１組 30 分以内

別府市男女共同参画センター 
（R4.9 月～ R5.3 月は別府市公会堂で開催） 司法書士

大分県司法書士青年の会
事務局（予約は市報掲載の
日程分のみ可能）

72-7588

弁 護 士 に よ る
専 門 相 談

学校でのトラブル（いじめなど）、経済的な悩み、家族間のトラブル（DV
など）、子育ての困りごとが生じ、法的観点からの対処方法など 第３木曜日 予 16:00 ～ 18:00

１件 30 分 別府市子ども家庭総合支援拠点  光の園 弁護士 別府市子ども家庭総合
支援拠点  光の園 080-3371-0874

教
育

教 育 相 談 園児・児童・生徒の学習、生活、不登校、いじめ、問題行動など教育全
般に関すること

月～金曜日、
面接は 予   9:00 ～ 17:00 別府市教育相談センター

（野口ふれあい交流センター南館３階）
心理相談員（公認心理師、
臨床心理士） 別府市教育相談センター 26-0812

経  

済
消 費 生 活 相 談 契約・解約・悪質商法などの消費生活に関すること 月～金曜日   9:00 ～ 16:30 別府市消費生活センター

（市役所４階  産業政策課） 消費生活専門相談員 別府市消費生活センター
（産業政策課内） 21-1881

債 務 者 相 談 会 消費者金融・クレジットなどの債務に関すること 第２木曜日 予（祝日の場合は前日） 13:30 ～ 16:30 市役所内会議室 弁護士

そ
　
の
　
他
　

市 民 相 談 市の行政や市民の日常生活に関すること、市への要望・提言など 月～金曜日   9:00 ～ 16:00 市役所１階  市民相談室 市民相談員 自治連携課 21-2510

行 政 相 談 国などの行政に関する苦情・要望 第３水曜日 10:00 ～ 12:00 別府市男女共同参画センター
（R4.9 月～ R5.3 月は別府市公会堂で開催） 行政相談委員

自治連携課 21-1125
総務省大分行政監視行政相談
センター（きくみみ大分） 097-533-1100

不 動 産 相 談 宅地建物取引に関すること 第２木曜日 13:00 ～ 16:00
受付 15:00 まで

別府市男女共同参画センター
（R4.9 月～ R5.3 月は別府市公会堂で開催） 宅地建物取引士 大分県宅建協会別府支部

※不定休
21-8578

（9:00 ～ 15:00）
自 立 相 談 就労、将来への不安など、自立に向けた支援に関すること 月～金曜日   9:00 ～ 16:00 社会福祉会館 社会福祉協議会職員 別府市自立相談支援センター 26-6070
ボ ラ ン テ ィ ア 相 談 福祉・地域などのボランティア活動に関すること 月～金曜日   9:00 ～ 16:00 社会福祉会館 社会福祉協議会職員 社会福祉協議会 26-6070
み ど り の 相 談 みどり（植物など）全般に関すること 月・水・金曜日 10:00 ～ 16:00 みどりの相談所（南立石公園内） みどりの相談員 みどりの相談所 24-1643

労働・生活・福祉相談 労働・生活・福祉に関すること 月～金曜日   9:00 ～ 17:00 別府地区労働福祉会館内 ライフサポートセンター
相談員

大分県労働者福祉協議会
ライフサポートセンター 26-3155消費生活に関すること 月・水・金曜日 13:00 ～ 16:00

農 地 農 業 相 談 農地に関する全般、農業者年金などに関すること 第３木曜日 予 13:30 ～ 15:30 市役所４階  農業委員会室 農業委員、農地利用最適化
推進委員 農業委員会事務局 21-1178

防 火 相 談 火災予防全般に関すること 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 消防本部３階　予防課 予防課職員 予防課 25-1125
水 道・ 下 水 道 相 談 水道・下水道全般に関すること 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 上下水道局 上下水道局職員 上下水道局 23-0361
終 活 相 談 相続・遺言・生前整理・死後事務委任・任意後見契約など 第３木曜日 予 13:00 ～ 16:00 社会福祉会館 行政書士、社会福祉士 社会福祉協議会 73-6070

※
市
報
か
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し
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約
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※
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■対象　市内に在住、在勤、在学している人で、おおむね 15 人以上の団体やグループ
■開催時間　平日 / 10 時～ 21 時（１時間 30 分程度）
　　　　　　土・日曜日・祝日（年末年始は除く）/ 10 時～ 17 時（※担当課と要調整）
■場所　市内の公共施設など（会場の借上料の負担、会場の手配、参加者などへの
　　　　周知・募集は申込団体で実施していただきます。）
■費用　無料（材料費などがかかる場合は負担をお願いする場合があります。）
■申込方法　申込書に下表の希望テーマなどの必要事項を記入し、開催希望日の
　　　　　　２週間前までに自治連携課へ。FAXまたは郵送でお申し込みください。
　　　　　　※申込書は自治連携課へお問い合わせください。
　　　　　　※申込後、担当課と日程調整をしていただきます。
■申込・問合先　〒８７４－８５１１　別府市上野口町１番 15 号　
　　　　　　　　別府市役所自治連携課　☎２１－１１２５　FAX ２１－６３９９
※苦情、要望、陳情をお伺いする場ではありませんので趣旨をご理解のうえ、お申し込みください。
　政治、宗教、営利を目的とする場合はお申し込みいただけません。

　「まちづくり出前ト－ク」は、市民の皆さんが下記の「講座メニュ－」の中から知りたいテ－マを選択し、皆さん
のところに市の職員が出向き、市の取組や市政の課題などをお話しするものです。

番号 テーマ 担当課

１－１ 情報公開制度、個人情報保護制度について 総務課

１－２ 市税の概要について 市民税課
資産税課

１－３ 別府市の財政について 財政課
１－４ まち・ひと・しごと創生について 政策企画課

１－５ 選挙のお話 行政委員会
総合事務局

２－１ 協働のまちづくりについて 自治連携課
３－１ 別府市の主要観光事業について 観光課
４－１ 国民健康保険について

保険年金課
４－２ 国民年金について
４－３ 後期高齢者医療について

４－４ 今こそ知ろう！わたしたちのまち
（医療費・保険料（税））

４－５
市民サービスの向上
（マイナンバーカード、
登録型本人通知制度など）

市民課
情報政策課

４－６ 障がいに対する理解の促進 障害福祉課

４－７ 子育て支援の紹介①（手当制度など）

子育て支援課４－８ 子育て支援の紹介②（子育て支援施設）

４－９ 子育て支援の紹介③（別府市ファミリー・サポート・センター事業）
４－ 10 高齢者福祉施策について 高齢者福祉課
４－ 11 介護保険制度について

介護保険課４－ 12 成年後見制度について

４－ 13「別府市これからノート～自分らしく生きる～」について
４－ 14 健康づくり施策について

健康推進課４－ 15 生活習慣病対策～年に１度は健康診査～

４－ 16 健康寿命延伸のために今できること

番号 テーマ 担当課
５－１ 別府の温泉について 温泉課
５－２ ごみの分け方、出し方について

生活環境課
５－３ リサイクルについて
５－４ 市道の維持管理について 都市整備課
５－５ 別府の水ができるまで 上下水道局

総務課５－６ 別府水道 100 年の歴史
５－７ 水道料金について 上下水道局

営業課５－８ 給水装置工事について
５－９ 水道施設の紹介 上下水道局工務課
５－ 10 公共下水道について 上下水道局下水道課

６－１ 別府市の都市計画について
都市計画課

６－２ 景観計画について

６－３ 市道の改良と長寿命化について 都市整備課

７－１ 別府市内の文化活動・国際交流活動について 文化国際課

８－１ 男女共同参画について 市民課

８－２「部落差別解消推進法」について 共生社会実現・部
落差別解消推進課８－３ 人権教育啓発について

８－４ 学校教育の課題解決に向けた取組について 学校教育課

８－５ 地域学校協働活動について
社会教育課

８－６「別府学」別府の歴史について

８－７ スポーツを通じた健康づくり スポーツ推進課

９－１ わが家の防災対策 防災危機管理課

９－２ 火災予防について
消防本部
予防課９－３ 住宅用火災警報器の設置と維持管理について

市の政策や事業などに
ついて、説明と意見交換を
行うことで理解を深めて
いただき、市民と行政との
協働によるまちづくりの
推進を目指します。

市ホームページから
　申込みできます▶

令和４年度    まちづくり出前トーク　講座メニュー

市報べっぷ 162022.5
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健康教室や相談・健診、公開講座などで、特に記載がないものは参加無料です。

５月の日曜・祝日の在宅当番医
　発熱など風邪症状がある場合は、事前に電話で相談し、
医療機関の指示に従って受診してください。
　都合により変更になることがあります。最新の情報は
市ホームページをご確認ください。
診療時間　９：00 ～ 17：00　（内）= 内科（小）= 小児科
問　市健康推進課　☎２１－２１８８
日 医療機関名 所在地 電話

１
別府市医師会地域保健センター

（15 歳 以 上 が 対 象 で す ）（内）西 野 口 町 26-4000

松 本 小 児 科 医 院（小）北 浜 ２ 丁 目 23-5215

３
千 馬 内 科 医 院（内）楠 町 21-0715
衛 藤 小 児 科 医 院（小）荘 園 85-7881

４
児 玉 病 院（内）亀川四の湯町 67-1611
河 野 小 児 科 医 院（小）石垣西７丁目 22-4429

５
別 府 駅 ゆ の ま ち 内 科

・ 胃 と 腸 ク リ ニ ッ ク（内）駅 前 町 76-8500

矢 田 こ ど も ク リ ニ ッ ク（小）石垣東４丁目 22-9557

８
宮 崎 ク リ ニ ッ ク（内）亀 川 東 町 66-0022
松 井 小 児 科 医 院（小）大 畑 24-1911

15
安 倍 内 科 医 院（内）火 売 66-6780
古 城 小 児 科 医 院（小）上 人 仲 町 67-5566

22
石 垣 病 院（内）実 相 寺 66-7557
衛 藤 小 児 科 医 院（小）荘 園 85-7881

29
お お さ わ ク リ ニ ッ ク（内）富 士 見 町 27-0030
河 野 小 児 科 医 院（小）石垣西７丁目 22-4429

６
／
５

別府市医師会地域保健センター
（15 歳 以 上 が 対 象 で す ）（内）西 野 口 町 26-4000

矢 田 こ ど も ク リ ニ ッ ク（小）石垣東４丁目 22-9557

５月始めの休日当番歯科
診療時間　９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
受付時間　午前は 11：30 まで、午後は 16：30 まで
問  　別府口

こうくう

腔保健センター　☎２１ー５６５７
日 曜 医療機関名 所在地 電話

１ 日 別府口腔保健センター 西 野 口 町 21-5657

３ 火 関 の 江 歯 科 医 院 古 市 町 78-2171

４ 水 ガーデン歯科クリニック 南立石一区 22-4618

５ 木 歯 科 柳 川 医 院 秋 葉 町 23-1464
※都合により変更になることがあります。

歯の急患

あなたの気持ちが、いのちの芽となります
献血にご協力ください（400ml）
問　市健康推進課　☎２１－２１８８

日 曜 場　所 時　間

８ 日 ゆ め タ ウ ン 別 府 ９：30 ～ 12：00
13：30 ～ 16：00

11 水 Ｊ Ｒ 別 府 駅 10：00 ～ 11：30
13：00 ～ 16：00

22 日 ゆ め タ ウ ン 別 府 ９：30 ～ 12：00
13：30 ～ 16：00

24 火 ト キ ハ 別 府 店 10：00 ～ 11：30
13：00 ～ 16：00

※都合により変更になることがあります。
※新型コロナウイルスのワクチンを接種した人は、
　接種後 48 時間は献血をご遠慮いただいています。

が ん 相 談 支 援 セ ン タ ーが ん 相 談 支 援 セ ン タ ー を
ご利用ください

　がんの検査・治療・予防、医療機関の探し方、
不安に思っていることなど、がんに関すること
なら何でも相談できます。
相談日程　月～金曜日（予約不要）
※ 相談時間は各施設によって異なります。秘密

厳守。患者さんだけでなく、家族や友人、医
療機関からの相談も受け付けています。

がん相談支援センターがある県内の病院
別府医療センター　☎６７－１１１１
厚生連鶴見病院　　☎２３－７２０８
大分大学医学部附属病院　☎０９７－５８６－６３７６
大分県立病院　　　☎０９７－５４６－７０６２
大分赤十字病院　　☎０９７－５３２－６１８１
アルメイダ病院　　☎０９７－５６９－３１２１
大分医療センター　☎０９７－５９３－１１１１
済生会日田病院　　☎０９７３－２２－８７７２
中津市民病院　　　☎０９７９－２２－６５２１

元気ハツラツ塾
　コロナ禍で自粛生活が続き、身体の不調を感じるこ
とはありませんか。栄養・口腔・認知症予防について
の講話や、足腰を丈夫にするための運動を行います。
対象者　・65 歳以上の別府市民
　　　　・自力で通所することができ、
　　　　　日常生活で他者の介助を要さない人
　　　　・フレイルチェックシートの該当者　など
日　程　令和５年３月まで毎月２回
場　所　北部地区公民館、中部地区公民館、
　　　　野口ふれあい交流センター、おひさまパーク
持ち物など　動きやすい服装、室内用運動靴、
　　　　　　不織布マスク、タオル、飲み物
※完全予約制。保険料がかかります。詳しくは下記へ。
申・問　市健康推進課　☎２１ー２１８８
　　　　またはお近くの地域包括支援センターへ
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集団健診の内容　※対象は別府市に住民票があり、今年度対象年齢になる人です。
種　類 料金（円） 対　象 内　容

肺がん 無料
40 歳以上 胸部エックス線撮影

※襟、ボタン、刺しゅう、金具などのない無地のシャツなどを着用

胃がん 1,500 �� 歳以上
バリウムによるエックス線撮影
※前日 21 時以降は水以外の飲食・喫煙不可　※水、内服薬は検
査実施３時間前から不可　※ボタンやチャックのない衣服を着用

大腸がん 700
40 歳以上 ２日間の便潜血検査　※生理中の場合は受診不可

乳がん 700 40 歳以上の女性
マンモグラフィ検査（乳房のエックス線撮影）
※ペースメーカー装置植込術や豊胸手術を受けている人は受診不可
※バスタオル１枚をお持ちください。

子宮頸
けい

がん 1,000 20 歳以上の女性 子宮口からとった粘膜の細胞診　※生理中の場合は受診不可
※バスタオル１枚をお持ちください。

骨そ
しょう症

600 40・45・50・55・60・65歳の女性 かかとの超音波検査
※ストッキングなど脱ぎにくい衣服は避けてください。無料 70・75・80・85・90・95・100歳の女性

前立腺がん 900 50 歳以上の男性 血液検査（ＰＳＡ検査）

肝炎ウイルス 1,200 40 歳以上 血液検査（Ｂ型＋Ｃ型肝炎検査）

特定健診
無料 国保の特定健診受診券をお持ちの人、

後期高齢者
身体計測、生活習慣病の血液検査など
※前日 21 時以降は水以外の飲食不可
※ 国保特定健診、後期高齢者健診を受診する人は健康保険証

と受診券をお持ちください。
※ 上記以外の医療保険加入者は一部自己負担金

を支払う場合あり。

受診方法が
変わりました▶

レントゲン車で検診ができない障がいのある人は、別府市医師会地域保健センター（☎ 23-2279 要予約）
で受診できます。検診時間　9：00 ～ 16：00（土・日曜日・祝日は休み）

５月 31 日は世界禁煙デー
５月 31 日から禁煙週間
　喫煙が健康に与える影響は小さくありません。喫
煙者本人だけでなく、受動喫煙によってたばこを吸
わない人の健康を損なう危険性があります。
　最近の禁煙は無理せず我慢せず。禁煙外来では条
件を満たせば保険が適用されます。医師のサポート
を受けながら卒煙を目指してみませんか。

健康増進法の一部改正
　令和元年７月から学校・病院・行政機関などは原
則敷地内禁煙、令和２年４月から飲食店や多くの人
が利用する施設で原則屋内禁煙になりました。
　たばこを吸わない人や健康への影響が大きい子ど
も、持病のある人などが、受動喫煙に遭う機会が大
きく減少すると考えられます。

問　市健康推進課　☎２１－２１８８

  なくそう！望まない受動喫煙 検索

多くの施設において
屋内が原則禁煙に

20 歳未満の方は
喫煙エリアへ立入禁止に

屋内での喫煙は
喫煙室の設置が必要に

屋内での
喫煙は

喫煙室限定

喫煙室には
標識掲示が義務付けに

標識掲示が
義務付け

望まない受動喫煙を防ぐための取り組みは、マナーからルールへ。

なくそう！望まない受動喫煙

【検診の流れ】➀事前に市から採便容器を送付します
　　　　　　  ➁自宅で２日間採便、検診票の記入　➂検診日に検診票と容器を提出
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日 曜 場　所 時　間 内　容

13 金
藤吉乳腺クリニック駐車場（東荘園） 14：00 ～ 14：30

肺がん検診
荘園・南荘園公民館 14：45 ～ 15：15

15 日 鶴見小学校   9：00 ～ 10：00
肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、
子宮頸がん、骨そしょう症検診
※先着 60 人

17 火
旧かんぽの宿駐車場（火売） 10：00 ～ 10：30

肺がん検診
海門寺公園（北浜２丁目） 11：00 ～ 12：00

22 日 別府市保健センター
（湯のまちけんこうパーク）

  8：30 ～ 10：00
肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、
子宮頸がん、骨そしょう症、前立腺がん、
肝炎ウイルス検診、特定健診
※先着 80 人

23 月
マルショク餅ヶ浜店駐車場 14：00 ～ 14：30

肺がん検診
洋服の青山別府店駐車場（餅ヶ浜町） 14：45 ～ 15：15

25 水

京町公民館 9：00 ～ 9：30

肺がん検診ローソン別府北的ヶ浜店   9：45 ～ 10：15

あけぼの保育園駐車場（南的ヶ浜町） 10：30 ～ 11：00

26 木 竹の内公民館   9：00 ～ 10：00
肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、
子宮頸がん、骨そしょう症検診
※先着 40 人

30 月
河野小児科医院駐車場（石垣西７丁目） 13：30 ～ 14：00

肺がん検診
石垣神社（石垣西４丁目） 14：20 ～ 14：50

６
／
２

木

別府市春木川ふれあい交流センター
（旧中須賀東公民館） 9：00 ～ 9：30

肺がん検診TSUTAYA 上人ヶ浜店   9：45 ～ 10：15

国際交流会館（別府大学駅） 10：30 ～ 11：00

上人仲町・本町公民館 11：15 ～ 11：45
６
／
３

金
北鉄輪公民館 9：00 ～ 9：30

肺がん検診
南光物産（北鉄輪）   9：45 ～ 10：15

６
／
７

火 藤田駐車場（朝見１丁目１区） 10：30 ～ 11：30 肺がん検診

６
／
８

水 南部地区公民館（浜脇１丁目）   9：00 ～ 10：00
肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、
骨そしょう症検診
※先着 40 人

５月の集団健診（要予約）　申 ･ 問 市健康推進課　☎２１－２１８８

◆別府市が実施するがん検診などは、受診
方法を問わず年度内１回のみ受診できま
す。気になる症状がある人は直接専門医
を受診してください。

◆中止の情報は市ホームページをご覧いた
だくか、市健康推進課へお問い合わせを。

【次の人は、自己負担金が免除されます】
➀��歳以上の人（今年度中に70歳になる人
も含む）、➁生活保護受給者、➂住民票の
世帯員全ての人に市県民税がかかっていな
い世帯の人、➃満��歳～��歳で特定の障が
いなどによる後期高齢者医療被保険者
※各種証明書が必要です。
　詳しくは市健康推進課へ。

種類 胃
がん

肺
がん

大腸
がん

前立腺
がん

子宮頸
がん

乳がん
マンモ

骨そ
しょう症

肝炎ウイルス
Ｂ型＋Ｃ型

料金（円）2,700 700 1,000 900 1,100 1,200 600 1,200

【下記でも市のがん検診などを受診できます（要予約）】
　◎別府市医師会地域保健センター（西野口町）☎２３－２２７９
　◎大分県厚生連健康管理センター（緑丘町）　☎２３－７１１２
　◎大分総合健診センター（ＯＨＣ）（上人ヶ浜町）☎０１２０－９４７－７３４

指定医療機関でも市のがん検診を受診
できます。詳細は市ホームページをご
確認ください。

５月の乳幼児の健診と相談　場所・申・問　市健康推進課（別府市保健センター内）　☎２１－１１１７
種　類 内　容 受付時間　13：00 ～ 14：30

受診方法　郵送で案内が届いてから予約
※ 案内に同封している「感染予防のため

のチェックリスト（体調等確認票）」を
ご確認ください。

１歳６か月児健康診査 診察・歯科健診・計測など

２歳６か月児歯科健診・相談 歯科健診・計測など

３歳５か月児健康診査 診察・歯科健診・計測・尿検査・視覚検査など
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ゆ の ま ち の 健康

応募方法　①応募フォーム　または　②市秘書広報課窓口に写真を持参
締　　切　誕生月の前月７日 ※休日の場合は前開庁日  【６月号締切 ５月６日（金）】
問　市秘書広報課　☎２１－１１２３

★１歳の記念にお子さんの写真を掲載しませんか ★ フォームから簡単に
応募できます♪

応募について
詳しくは
◀こちら

　　　　　　　　　　　　　　　　５月生まれ　　〈 〉内は誕生日です

國廣　律
り つ き
希　ちゃん

（天満町）〈25 日〉
髙治　紬

つ む ぎ
希　ちゃん

（駅前町）〈20 日〉
吉野　未

み と
都　ちゃん

（若草町）〈19 日〉
佐藤　芽

め い
依　ちゃん

（照波園町）〈26 日〉
都築　咲

さ く ら
来　ちゃん

（扇山）〈16 日〉

健
康
推
進
課
の
相
談
等

場
所　

別
府
市
保
健
セ
ン
タ
ー

申�
込
方
法　

電
話
で
市
健
康
推

進
課
へ
申
込
み
。
※
内
容
に

よ
っ
て
電
話
が
異
な
り
ま
す
。

■
育
児
相
談

　

☎
（21）
１
１
１
７

日
程　

平
日

　

９
時
～
16
時
30
分

※
午
前
は
申
込
不
要

内
容　

身
長
・
体
重
測
定
、

　

子
育
て
・
栄
養
相
談
な
ど

持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳

相
談
員　

管
理
栄
養
士
、

　
　
　
　

保
健
師
、
助
産
師

■
こ
ど
も
の
発
達
相
談
会

　

☎
（21）
１
１
１
７

　

言
葉
が
遅
い
な
ど
の
言
葉
の

相
談
、
動
き
が
激
し
い
、
人
見

知
り
な
ど
の
か
か
わ
り
方
の
相

談日
時　

�

５
月
10
日
㈫
、
19
日
㈭
、

25
日
㈬　

９
時
～
15
時

相�

談
員　

心
理
職
、
作
業
療
法

士
、
言
語
聴
覚
士
、
保
健
師

※�

定
員
に
達
し
た
場
合
、
お
断

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
年
長
さ
ん
の
発
達
相
談
会

　

☎
（21）
１
１
１
７

日
時　

�

５
月
25
日
㈬　

　
　
　

９
時
～
15
時

対�

象　

発
達
面
に
困
り
や
心
配

の
あ
る
年
長
児
（
平
成
28
年

４
月
～
平
成
29
年
３
月
生
ま

れ
）
と
保
護
者

相�

談
員　

心
理
職
、
保
健
師

※�

定
員
に
達
し
た
場
合
、
お
断

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■�

離
乳
食
ス
タ
ー
ト
講
座

　

☎
（21）
１
１
１
７

日
時　

５
月
24
日
㈫

　
　
　

13
時
30
分
～

対
象　

�

概お
お
むね
３
～
５
か
月
児
の

保
護
者
（
先
着
15
組
）

内
容　

�
離
乳
食
開
始
か
ら
概
ね

８
か
月
頃
ま
で
の
話

■�

個
別
離
乳
食
相
談
会

　

☎
（21）
１
１
１
７

日
時　

�

５
月
25
日
㈬
、
26
日
㈭

10
時
～
16
時

※
１
組
30
分
程
度

対
象　

�

概
ね
９
～
11
か
月
児
の

保
護
者
（
先
着
10
組
）

■�

健
診
結
果
・
栄
養
相
談
会

　

☎
（21）
２
１
８
８

日
時　

�

５
月
20
日
㈮
、
23
日
㈪
、

24
日
㈫　

９
時
～
16
時

※�

１
組
１
時
間
程
度
。
脳
年
齢

チ
ェ
ッ
ク
も
で
き
ま
す
。

対
象　

健
診
受
診
者

持
ち
物　

�

今
年
度
ま
た
は
前
年

度
の
健
診
結
果

■
こ
こ
ろ
の
相
談
会

　

☎
（21）
２
１
８
８

　

困
り
事
・
悩
み
事
が
あ
る
人
、

気
分
が
沈
み
が
ち
・
イ
ラ
イ
ラ

す
る
な
ど
の
不
調
が
続
い
て
い

る
人
、
家
族
の
引
き
こ
も
り
な

ど
の
相
談

日
時
・
定
員

�

・�

５
月
12
日
㈭　

13
時
～
16
時

２
人
（
先
着
順
）

�

・�

５
月
26
日
㈭　

　

９
時
～
12
時

　

２
人
（
先
着
順
）

※�

前
日
ま
で
に
申
込
み

　
（
匿
名
も
可
）

相
談
員　

公
認
心
理
師

５
月
の
心
の
健
康
相
談
会

日
時　

５
月
10
日
㈫

　
　
　

15
時
30
分
～（
要
予
約
）

内
容　

精
神
科
医
師
に
よ
る

　

精
神
保
健
医
療
福
祉
相
談
、

　

認
知
症
相
談

場
所
・
申

問　

東
部
保
健
所

　
　
　
　
　
　

☎
（67）
２
５
１
１

介
護
者
教
室

日
時　

５
月
14
日
㈯　

13
時
～

対�

象　

在
宅
で
高
齢
者
を
介
護

し
て
い
る
人
、
福
祉
に
興
味

が
あ
る
人
な
ど
（
要
予
約
）

内
容　

福
祉
用
具
の
選
び
方

場
所
・
申

問　

泰
生
の
里

　
　
　
　
　
　

☎
（66）
９
９
６
６

◇ 東部保健所　☎ 67-2511
◇ 夜間こども診療（別府市医師会内）　☎ 26-4000
◇ 別府口腔保健センター（休日の歯の急患）　☎ 21-5657
◇ 別府市保健センター「湯のまちけんこうパーク」は、
　 市健康推進課、別府市医師会、別府市歯科医師会の
　 複合施設です。（西野口町 15 番 33 号）

別府市歯科医師会の健診（別府市民は無料）※要予約
◇ 無料歯周病検診  …  土曜日 13：00 ～ 16：30、
　 日曜日 9：00 ～ 11：30、13：00 ～ 16：30
◇ 口腔がん検診  …
　 月～金曜日 9：00 ～ 11：30、13：00 ～ 16：00
場所・申・問  　別府市歯科医師会　☎ 21-5657
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P
h

o t o B e p p
u

私たちが今できること―４月８日、ウクライナ避難民受入
れの支援を行う NPO 法人「Beautiful World」代表のヤーナさ

んとご主人が市長と面会しました。別府市では 16 日から３世帯８人
の避難民を受け入れ、今後さらに 10 人程度を受け入れる予定です。

楽しい給食―３月 25 日、市内の園児や小中学生から募った
別府市学校給食マスコットキャラクターの表彰式を行いまし

た。最優秀賞のキャラクターは令和５年９月に供用を開始する別府
市学校給食共同調理場で使用する食器にプリントする予定です。

春の訪れ―４月１日、温泉の神々に春を告げる扇山火ま
つりが行われました。約３時間かけて炎が別府の夜空を

照らす幻想的な光景が広がりました。また、４月１日～５月
１日の日程で第 108 回別府八湯温泉まつりを開催しています。

新図書館等整備事業―「エアカフェ ®」を３月 26 日開
催しました。言語以外のコミュニケーションで対話を行い、

様々な壁を取り除いて違いに気づき、互いを認め合うことを体験
し、新しい図書館のあり方について参加者と一緒に考えました。

　

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が

続
い
て
い
ま
す
︒

　

最
近
は
︑
一
般
市
民
へ
の
虐
殺

疑
惑
も
あ
り
︑
連
日
の
報
道
を
見

る
の
が
辛
い
で
す
︒
し
か
し
︑
目

を
背
け
る
の
で
は
な
く
︑
具
体
的

に
自
分
に
で
き
る
行
動
を
起
こ
す

事
が
事
態
打
開
に
繋
が
る
と
信
じ

ま
す
︒

　

そ
こ
で
別
府
市
は
︑
い
ち
早
く

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
の
受
け
入
れ

表
明
を
し
ま
し
た
︒
な
ぜ
別
府

が
？
と
疑
問
に
感
じ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
︒
別
府
は
﹁
国
際
観
光
温

泉
文
化
都
市
﹂を
謳う

た

っ
て
い
ま
す
︒

世
界
90
以
上
の
国
・
地
域
の
留
学

生
や
外
国
籍
の
方
が
住
む
﹁
国
際

都
市
﹂
と
し
て
常
に
世
界
に
目
を

向
け
︑
意
識
し
て
き
ま
し
た
︒

　

ま
た
︑﹁
観
光
都
市
﹂
と
し
て

年
間
800
万
人
以
上
の
国
内
外
か
ら

の
観
光
客
を
迎
え
︑
そ
れ
を
主
産

業
と
し
て
繁
栄
し
て
き
ま
し
た

し
︑
そ
の
よ
う
な
ま
ち
だ
か
ら
こ

そ
﹁
文
化
都
市
﹂
と
し
て
多
様
な

文
化
・
価
値
を
持
つ
人
々
を
受
け

入
れ
︑﹁
温
泉
都
市
﹂
と
し
て
そ

れ
ら
全
て
を
混
浴
︑
つ
ま
り
混
ぜ

合
わ
せ
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
︒

　

で
す
か
ら
︑
今
回
の
避
難
民
の

受
け
入
れ
は
︑
別
府
と
し
て
当
然

の
責
務
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
︒

　

言
語
の
壁
︑
慣
れ
な
い
場
所
で

の
生
活
な
ど
︑
こ
れ
か
ら
も
課
題

は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
︑
過
酷
な

状
況
か
ら
別
府
を
頼
り
逃
れ
て
き

た
方
々
を
温
か
く
迎
え
︑
可
能
な

限
り
の
生
活
支
援
を
し
て
ま
い
り

ま
す
︒

　

皆
様
に
も
︑
ご
寄
付
や
言
語
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
ご
支
援
を
何

卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
︒

　
　
　
　
　
　
︵
４
月
９
日
執
筆
︶

国
際
観
光
温
泉

文
化
都
市
と
し
て

別
府
市
長

　
長
野
　
恭
紘

―第 73 回―

︽
題
字
　
長
野
恭
紘
︾



ま ち の 掲 示 板

※「募集」「催物」「相談」は、特に記載がある場合を除き予約不要・参加無料です。 市報べっぷ 222022.5

【広告】

は
、
子
ど
も
が
参
加
で
き
ま
す
。

募
　
　
集

◆
優
良
運
転
者
表
彰

受
付
期
間

　
５
月
２
日
㈪
〜
６
月
15
日
㈬

　（
平
日
の
９
時
〜
17
時
）

必
要
書
類

①
申
請
書
及
び
確
認
書
、
②
運

転
免
許
証
、
③
交
通
安
全
協
会

の
会
員
証
、
④
自
動
車
安
全
運

転
セ
ン
タ
ー
発
行
の
無
事
故
無

違
反
証
明
書
（
令
和
４
年
５
月

１
日
以
降
発
行
の
も
の
）

※
表
彰
種
別
は
、
10
・
15
・
20
・

30
・
40
・
50
年
の
６
段
階
で
す
。

※
申
請
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問

　
交
通
安
全
協
会

　
別
府
支
部
（
別
府
警
察
署
内
）　

　
☎
（25）
２
１
０
０

◆
里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か

　
大
分
県
に
は
、
親
の
病
気
な
ど

様
々
な
事
情
に
よ
り
、
家
庭
で
暮
ら

す
こ
と
の
で
き
な
い
子
ど
も
が
約
500

人
い
ま
す
。
県
で
は
こ
の
よ
う
な
子

ど
も
た
ち
が
元
の
家
庭
に
帰
れ
る
よ

う
に
な
る
ま
で
の
間
、
家
庭
で
育
て

て
く
だ
さ
る
養
育
里
親
の
登
録
促
進

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
愛
情
を
も
っ
て
育
て
て
く
だ
さ
る

人
で
あ
れ
ば
、
特
別
な
資
格
や
経
験

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

養
育
里
親
募
集
説
明
会

日
時
　
６
月
３
日
㈮

　
　

10
時
〜
12
時

場
所
　
市
役
所
５
階

　
　
　
５
Ｆ
ー
１
会
議
室

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

ｃ
チ

ー

ズ

ｈ
ｉ
ｅ
ｄ
ｓ

　
☎
０
９
７（
５
８
５
）５
４
０
０

※
将
来
的
に
養
子
縁
組
を
行
う
「
養

子
縁
組
里
親
」
に
つ
い
て
は
大
分

県
中
央
児
童
相
談
所
☎
０
９
７

（
５
４
４
）
２
０
１
６
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
狩
猟
免
許
取
得
希
望
者
の
た
め
の

　

初
心
者
講
習
会

時
間
　
全
て
10
時
〜
16
時
30
分

内
容
　
法
令
、
狩
猟
鳥
獣
の
判
別
、

　
　
　
猟
具
の
取
扱
い
、
実
技

受
講
料
　
わ
な
猟
　
８
千
円

　
第
一
・
二
種
銃
猟
　
１
万
２
千
円

※
狩
猟
免
許
を
取
得
し
登
録
し
た
場

合
、
受
講
料
に
つ
い
て
は
助
成
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
農
林
水

産
課
☎
（21）
１
１
３
３
ま
で
。

◆
講
習
会
①

わ
な
猟
　
６
月
５
日
㈰

　
大
分
県
医
師
会
館
（
大
分
市
）

第
一
・
二
種
銃
猟　

　
６
月
11
日
㈯
、
12
日
㈰

　
ソ
レ
イ
ユ
（
大
分
市
）

申
込
期
間
　
５
月
９
日
㈪
〜
20
日
㈮

◆
講
習
会
②

わ
な
猟　

６
月
18
日
㈯

交
流
広
場
Ｈ
ｉ
Ｃ
ａ
Ｌ
ｉ
（
日
出
町
）

申
込
期
間

　
５
月
23
日
㈪
〜
６
月
３
日
㈮

◆
講
習
会
③

第
一
・
二
種
銃
猟

９
月
３
日
㈯
、
４
日
㈰

　
ソ
レ
イ
ユ
（
大
分
市
）

わ
な
猟
　
９
月
19
日
㈪
㈷

　
ソ
レ
イ
ユ
（
大
分
市
）

申
込
期
間
　
８
月
８
日
㈪
〜
23
日
㈫

申

問

別
府
市
猟
友
会
（
牧
サ
イ
ク

　
　
　
ル
内
）　
☎
（22）
４
５
５
１

◆
別
府
少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
講
師

内
容
　
小
中
学
生
の
子
ど
も
た
ち
に

   

技
術
を
指
導
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
日

４
月
〜
３
月
の
日
曜
日

   
（
年
間
20
回
程
度
）
９
時
〜
12
時

場
所
　
鶴
見
幼
稚
園

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

申

問

　
幸

　
☎
０
９
０（
３
１
９
７
）８
３
４
０

防
災
ま
ち
あ
る
き
（
境
川
編
）

　
地
震
の
と
き
の
心
配
事
を
地
域
の

皆
さ
ん
や
留
学
生
な
ど
皆
で
解
決
し

ま
せ
ん
か
。（
要
申
込
）

日
時　

５
月
７
日
㈯
　
13
時
　

集
合
場
所　

12
時
45
分
に
餅
ヶ
浜

ビ
ー
チ
津
波
注
意
の
看
板
前
　
※
雨

天
時
は
別
府
マ
ス
ジ
ド
（
若
草
町
）

※
境
川
小
学
校
ま
で
歩
き
ま
す
。
活

動
し
や
す
い
格
好
で
参
加
。

申

問

別
府
シ
ー
ル
ド
　
石
村

　
☎
０
８
０（
５
２
５
１
）０
０
４
３

◆
桜
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

テ
ー
マ　

別
府
の
「
桜
」

応
募
期
限
　
６
月
30
日
㈭

　
　
　
　
　（
当
日
消
印
有
効
）

※
応
募
規
定
な
ど
詳
し
く
は
左
記
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

応
募
・
問

　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
桝
屋

　
☎
０
９
０（
４
７
７
２
）７
０
４
１

◆
ペ
タ
ン
ク
体
験
会

フ
ラ
ン
ス
発
祥
の
球
技
で
子
ど
も

か
ら
高
齢
者
ま
で
気
軽
に
楽
し
め
ま
す
。

日
時　

５
月
11
日
㈬
、
６
月
１
日
㈬
、

　
　
　
７
月
６
日
㈬

　
　
　
９
時
30
分
〜
11
時

場
所

市
営
野
口
原
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

申

問

別
府
市
ペ
タ
ン
ク
協
会
　
坂
本

　
☎
０
８
０（
１
７
５
８
）１
２
６
９

◆
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
入
会
説
明
会

日
時
　
５
月
10
日
㈫
　
10
時

場
所
　
中
須
賀
東
公
民
館
（
春
木
川

　
　
　
ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー
）

※
日
時
、
場
所
が
変
更
に
な
る
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
左
記
へ
。

問

別
府
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
（78）
２
２
０
０
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令和４年（速報値） 令和３年
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件数・死亡者数・負傷者数 20・0・25 54・0・66 25・0・27 58・1・66
市報べっぷ23 2022.5

【広告】【広告】

場
所
　
ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ

会
費
　
入
会
金
・
月
会
費

　
　
　
各
２
千
500
円

※
大
学
生
以
下
は
入
会
金
・
月
会
費

　
各
千
300
円

問
　
別
府
市
民
劇
場

　
　
☎
（21）
６
６
０
８

      
bct-engeki@

snow
.plala.or.jp

◆
第
45
回
さ
つ
き
花
き
展
示
会

日
程　

５
月
22
日
㈰
〜
24
日
㈫

時
間
　
９
時
〜
17
時

　
　
　（
最
終
日
14
時
ま
で
）

場
所
　
別
府
国
際
観
光
港
フ
ェ
リ
ー

　
さ
ん
ふ
ら
わ
あ
待
合
室（
汐
見
町
）

※
期
間
中
13
時
か
ら
、
先
着
50
人
に

苗
木
を
無
料
配
布
し
ま
す
。

問
　
別
府
さ
つ
き
愛
好
会
　
伊
藤

　
　
☎
（67）
３
９
８
８

◆
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た
別
府
サ

　

テ
ラ
イ
ト
出
張
相
談
会

日
時
・
場
所　

※
予
約
優
先

①
５
月
11
日
㈬
　
13
時
〜
16
時

市
役
所
１
階

　
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

②
５
月
19
日
㈭

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
別
府
（
青
山
町
）

内
容
　
就
職
相
談
、
適
性
相
談
、
企

　
業
情
報
、
就
職
支
援
情
報
の
提
供

内
容　

遺
言
書
・
遺
産
分
割
協
議
書

作
成
な
ど
の
相
続
関
係
、
任
意
後

見
契
約
・
借
地
借
家
な
ど
の
契
約

書
関
係
の
相
談

※
１
組
30
分
程
度
で
お
願
い
し
ま
す
。

※
混
み
合
う
場
合
は
お
待
ち
い
た
だ

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問

大
分
県
行
政
書
士
会
別
府
支
部

　
　
☎
（76）
５
２
５
０
（
予
約
不
要
）

◆
行
政
相
談

日
時
　
５
月
18
日
㈬
　
10
時
〜
12
時

場
所

別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
　
　
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内
容

行
政
に
対
す
る
苦
情
や
要
望

　
　
な
ど

相
談
員
　
行
政
相
談
委
員

問

　
総
務
省
大
分
行
政
監
視
行
政
相

　
談
セ
ン
タ
ー
（
き
く
み
み
大
分
）

　
☎
０
９
７（
５
３
３
）１
１
０
０

◆
司
法
書
士
青
年
の
会
に
よ
る
身
近
な

法
律
相
談
（
要
予
約
・
１
組
30
分
以
内
）

日
時

５
月
10
日
㈫

　
　
　
13
時
30
分
〜
16
時

場
所

別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
　
　
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内
容
　
不
動
産
・
会
社
の
登
記
、
相

　
　
　
続
、
遺
言
、
成
年
後
見
、
借

　　　　　　金
問
題
、
少
額
裁
判
な
ど

※
予
約
は
前
日
17
時
ま
で
に
左
記
へ
。

申

問

大
分
県
司
法
書
士
青
年
の
会

☎
０
９
７
２（
２
３
）２
８
３
８

対
象

概
お
お
む

ね
49
歳
以
下
の
若
年
者
　

　
　
　（
学
生
含
む
）
と
そ
の
家
族

申
問

　
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た

別
府
サ
テ
ラ
イ
ト
　
☎
（27）
５
９
８
８

◆
労
働
相
談
（
労
働
者
、事
業
主
対
象
）

日
時　

５
月
11
日
㈬
　
13
時
〜
16
時

場
所
　
市
役
所
１
階

　
　
　
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

内
容
　
採
用
、
退
職
、
解
雇
、
個
別

　
　
労
働
紛
争
な
ど

相
談
員
　
左
記
会
員

問
　
大
分
県
社
会
保
険
労
務
士
会

　
　
☎
０
９
７
８（
６
３
）２
０
０
１

◆
大
分
県
行
政
書
士
会
に
よ
る
相
談
会

日
時

５
月
18
日
㈬

　
　
　
13
時
30
分
〜
16
時
30
分

場
所

J:C
O
M

ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分

　
　
　
410
会
議
室（
大
分
市
金
池
町
）

内
容
　
遺
言
、
遺
産
相
続
、
契
約
書
・

内
容
証
明
作
成
、
法
人
設
立
、
不

動
産
関
連
の
行
政
手
続
、
建
設
業

な
ど
の
許
認
可
申
請
、
自
動
車
登

録
、
そ
の
他
生
活
の
困
り
事
な
ど

※
要
予
約

申

問

大
分
県
行
政
書
士
会
事
務
局

　
☎
０
９
７（
５
３
７
）７
０
８
９

◆
行
政
書
士
会
別
府
支
部
主
催
の
相
談
会

日
時
　
５
月
25
日
㈬
　
10
時
〜
12
時

場
所

別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
　
　
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

◆
泉
都
ウ
オ
ー
ク
の
ば
そ
う
健
康
寿
命

火
男
火
売
神
社
・
太
陽
光
発
電
コ
ー
ス

日
時

５
月
21
日
㈯
、
29
日
㈰

　
　
　
９
時
受
付

場
所
　
東
山
小
中
学
校
隣
接
駐
車
場

参
加
費

400
円
（
保
険
料
込
）

問

　
別
府
湾
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
協
会

　
　
古
荘

　
　
☎
０
７
０（
５
４
６
１
）１
１
４
８

◆
国
際
理
解
教
室（
日
英
併
用
）

内
容
・
日
時

①
ウ
ク
ラ
イ
ナ

＆

東
ス
ラ
ヴ
人
の
世
界

５
月
８
日
㈰

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

②
ベ
ナ
ン

５
月
22
日
㈰

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場
所
　
西
部
地
区
公
民
館
会
議
室

　
　
　（
鶴
見
園
町
）

参
加
費

500
円（
高
校
生
以
下
無
料
）

※
申
込
不
要
。
不
織
布
マ
ス
ク
着
用
必
須
。

問

　
有
川

☎
０
９
０（
９
４
８
４
）６
２
１
１

s.a
rik
a
w
a
@
h
o
tm
a
il.c
o
.jp

◆
演
劇
公
演　

劇
団
民
藝

　

「
グ
レ
イ
ク
リ
ス
マ
ス
」

出
演
　
塩
田
泰
久
、
岡
本
健
一
ほ
か

日
時　

５
月
30
日
㈪

　
　
　
18
時
30
分
開
演

相
　
　
談

催
　
　
物



♨入浴マナーを守りましょう♨ 
新型コロナウイルス感染予防のため、大声での会話や集団での歓談は控えましょう 市報べっぷ 242022.5

ま ち の 掲 示 板

市報べっぷ  掲載広告募集中
広告の種類と掲載料
１種広告

（半段）

横 88mm×縦 48mm

モノクロまたは２色

３万円

（税込）

２種広告

（１段）

横 178mm×縦 48mm

モノクロまたは２色

６万円

（税込）

申込期限 毎月 10 日が翌々月号分の申込締切です。

問合先 市秘書広報課　　☎２１－１１２３

▲詳しくは
こちら

「
相
談
」
の
つ
づ
き

◆
公
証
人
に
よ
る
相
談
会（
要
予
約
）

日
時

①
５
月
22
日
㈰
　
９
時
〜
12
時

②
６
月
１
日
㈬
　
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

場
所

別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
　
　
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内
容
　
公
正
証
書
作
成
な
ど（
遺
言
、

離
婚
、
任
意
後
見
、
家
族
信
託
、

そ
の
他
契
約
一
般
）

※
先
着
順
、
定
員
に
な
り
次
第
締
切

※
大
分
公
証
人
合
同
役
場
で
は
い
つ

で
も
無
料
で
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
（
要
予
約
）。

申

問

　
大
分
公
証
人
合
同
役
場

　
☎
０
９
７（
５
３
５
）０
８
８
８

◆
不
動
産
相
談
（
要
予
約
）

日
時
・
場
所

①
５
月
12
日
㈭
　
13
時
〜
16
時

　（
受
付
15
時
ま
で
）

　
別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

②
５
月
19
日
㈭
　
９
時
30
分
〜
12
時

　（
受
付
11
時
30
分
ま
で
）

　
大
分
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

　
別
府
支
部
（
中
央
町
８
番
24
号
）

内
容
　
宅
地
建
物
取
引
な
ど

相
談
員
　
左
記
会
員

※
予
約
は
電
話
で
左
記
へ
。

申

問

大
分
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

　
　
別
府
支
部（
９
時
〜
15
時
・
不

　
　
定
休
）
☎
（21）
８
５
７
８
　

◆
市
民
の
た
め
の
身
近
な
終
活
相
談

日
時

５
月
19
日
㈭
　
13
時
〜
16
時

場
所
　
別
府
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン

　
　
　
タ
ー
（
上
田
の
湯
町
）

内
容
　
相
続
、
遺
言
、
生
前
整
理
、

　
　
死
後
委
任
事
務
、
任
意
後
見

　
　
契
約
な
ど

対
象

65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
で
、

　
　
相
続
対
象
と
な
る
親
族
の
い

　
　
な
い
人
、
ま
た
は
親
族
と
疎

　
　
遠
な
状
況
に
あ
る
人

※
１
人
50
分
程
度
。

※
予
約
は
電
話
で
左
記
へ
。

申

問

　
別
府
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
☎
（73）
６
０
７
０

◆
消
費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式

　

（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
説
明
会

日
時

５
月
25
日
㈬
、
６
月
17
日
㈮

　
　
　
14
時
〜
15
時

場
所　

別
府
税
務
署
　
３
階
会
議
室

定
員　

10
人

　
　
　（
定
員
に
達
し
次
第
締
切
）

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問

　
別
府
税
務
署
法
人
課
税

　
　
　
第
１
部
門
　
☎
（23）
２
１
１
１

◆
銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
会

　「
銃
砲
刀
剣
類
登
録
証
」
の
な
い

古
式
鉄
砲
・
刀
剣
類
は
、
所
持
や
売

買
が
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
県
教
育
委

◆
園
芸
教
室

日
時
　
５
月
20
日
㈮
　
13
時
30
分
〜

講
師
　
相
良
尊
徳
さ
ん

演
題

ツ
ツ
ジ
類
の
手
入
れ
と
挿
し
木

※
相
談
日
は
㈪
㈬
㈮
の
10
時
〜
16
時
。

※
５
月
２
日
㈪
か
ら
☎
（24）
１
６
４
３

で
受
付
を
行
い
ま
す
（
先
着
20
人
）。

み
ど
り
の
相
談
所

　
　
　
　
　
　

☎
(24)
１
６
４
３

◆
受
講
生
募
集

　「
宇
治
拾
遺
物
語
」「
伊
勢
物
語
」

「
デ
ジ
カ
メ
初
心
者
基
礎
講
座
」
ほ

か
見
学
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
市
報
４
月
号
26
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

サ
ザ
ン
ク
ロ
ス

　
　
　
　

☎
(25)
３
３
９
６

第３日曜休館日

入
館
料
　（
中
学
生
以
下
）
無
料

（
高
校
生
・
大
学
生
・
一
般
）
210
円

　（
団
体
・
20
人
〜
）
146
円

※
障
害
者
手
帳
を
所
持
す
る
人
及
び

介
護
者
１
人
免
除

※
常
設
展
示
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

開
館
時
間

10
時
〜
17
時

※
入
館
16
時
30
分
ま
で
。
月
曜
日
休

館
（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌

日
休
館
）

※
各
講
座
は
美
術
館
へ
電
話
で
申
込
み
。

◆
美
術
館
実
技
講
座

※
画
用
紙
は
美
術
館
で
用
意（
実
費
）

◎
小
学
生
絵
画
教
室
（
定
員
20
人
）

日
時
　
５
月
14
日
㈯
　
14
時
〜
16
時

内
容
　
に
じ
ん
で
広
が
る
色
の
世
界

持
ち
物

水
彩
道
具
一
式
、
ク
レ
ヨ
ン

費
用

10
円
（
画
用
紙
代
）

◎
鉛
筆
画
講
座
（
定
員
30
人
）

日
時
　
５
月
20
日
㈮
　
14
時
〜
16
時

別
府
市
美
術
館

　
　
　
　
　
　
　

☎
(75)
８
７
１
０

そ  

の  
他

員
会
の
銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
会
に

出
向
き
、
登
録
証
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　
日
時
・
会
場
・
必
要
な
物
な
ど
詳

細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

届
出
様
式
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問

　
大
分
県
教
育
庁
文
化
課

　
　
☎
０
９
７（
５
０
６
）５
４
９
８

内
容
　
花
を
描
こ
う
　

費
用　

210
円

持
ち
物
　
２
Ｂ
以
上
の
鉛
筆
、

　
　
　
　
消
し
ゴ
ム

◆
展
覧
会

◎
第
15
回
う
ら
ら
の
会
展

日
程

４
月
29
日
㈮
㈷
〜

　
　
　
５
月
５
日
㈭
㈷

　
　
　
最
終
日
15
時
ま
で

内
容
　
会
員
の
市
美
展
、
県
美
展
に

　
　
向
け
て
描
い
た
１
年
間
の

　
　
油
彩
画
約
40
点

◎
な
ご
み
の
会
水
彩
画
展

日
程

５
月
10
日
㈫
〜
15
日
㈰

　
　
　
最
終
日
16
時
ま
で

内
容
　
ト
キ
ハ
文
化
教
室
で
描
い
た

　
　
　
水
彩
画
約
60
点

◎
チ
ャ
ー
チ
ル
会
別
府

　

第
120
回
絵
画
展

日
程
　
５
月
24
日
㈫
〜
29
日
㈰

　
　
　
最
終
日
16
時
ま
で

内
容
　
静
物
、
人
物
画
や
郊
外
で
描

　
　
い
た
風
景
な
ど
約
60
点

◆
５
月
の
み
ん
な
で
シ
ネ
マ

◇
７
日
㈯
　
13
時
30
分
〜
（
92
分
）

　『
愛
と
死
の
記
録
』

◇
21
日
㈯
　
13
時
30
分
〜
（
114
分
）

『
ザ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
』
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応 募方法
『➀答え（○の中に当てはまる文字）➁郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話番号➂今月号で印象に残っ
た記事➃市報へのご意見、ご感想など』を記入の
うえ、応募フォームまたははがきでお送りくださ
い（１人１回）。正解者の中から抽選で５人に粗
品を進呈します。なお、当選者の発表は発送をもっ
て代えさせていただきます。
宛先 〒 874-8511　
　　　別府市秘書広報課
締切 ５月 23 日（月）必着
３月号の答えは「春」でした。
たくさんのご応募ありがとう
ございました。

問題 新たな憩いの場としてリニューアル！
　　　「市役所庁舎〇〇」　( ヒント：裏表紙）

♨別府市ホームページ（スマートフォン対応）
　https://www.city.beppu.oita. jp/
♨マチイロ

スマートフォン用アプリで市報がご覧になれます。
♨ＬＩＮＥ別府市

市政やイベント情報、災害情報を発信します。
　お友達登録をお願いします。
♨ Face べっぷ（Facebook 別府市ページ）
　四季折々の行事や風景、様々なお知らせを発信しています。
♨ＣＴＢ別府市だより
　月～金曜日　10：50、12：50、18：50、22：50（毎週月曜日更新）
♨ＣＴＢきかせてナガノさん
　 毎週土曜日・日曜日　８：30、14：30、22：30
　各回２週間ずつ放送（１週目の土曜日初回 / 以降２週間再放送）
♨別府市災害連絡掲示板（Facebook）
♨声の市報・点字市報 視覚に障がいのある方にお送りしてい

ます。秘書広報課（☎２１－１１２３）へお問い合わせください。

別府市からのお知らせ今 月 の ク イ ズ
市
Ｈ
Ｐ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

お
友
達
登
録

こちらから

応募▼

応募フォームが

できました！

市立図書館からのお知らせ 移動図書館巡回日程 [ ５月 ]
日　 

時間 ※印以外は 14 時 20 分 15 時 10 分 16 時

11( 水 ) 旧市役所朝日出張所 セブンイレブン別府北中店 馬 場 町 公 民 館

12( 木 ) ※ ① 南 須 賀 保 育 園 西 別 府 団 地 Ａ 棟 前 トキハインダストリー鶴見園店

13( 金 ) や ま な み 保 育 園 県営扇山住宅駐車場 扇 山 町 公 民 館

17( 火 ) 東山幼・小・中学校（12 時 45 分）、山の口公民館（14 時 10 分）

18( 水 ) ひ め や ま 幼 稚 園 亀 川 小 学 校 ファミリーマートJR亀川駅前店

19( 木 ) ローソン別府内竈店 中 須 賀 公 民 館 石垣東７丁目そうちこビル前

20( 金 ) ※ ②市役所本庁中庭
ナーサリープーアプー

ドラッグストアモリ鶴見店 セブンイレブン別府荘園店

25( 水 ) 関 の 江 新 町 公 園 内 ローソン別府上人仲町店 セブンイレブン別府石垣西３丁目店

26( 木 )
※ ② 陸 上 自 衛 隊 別 府 駐 屯 地
別府リハビリテーションセンター

大畑コーポ永野駐車場 扇山矢田歯科医院前広場

27( 金 ) ※ ③ 餅 ヶ 浜 保 育 園 愛 の 里 サ ン ヴ ィ ラ 栄 光 園

※① 10 時 20 分　※② 12 時 30 分　※③ 14 時

28( 土 )
10 時 30 分 13 時 20 分 14 時 40 分

マックスバリュ別府上原店 コープおおいたコープ別府店 別府山の手ライフガーデン

★おはなしの会 場所 ４階サザンクロス

キッズの部

日時　５月 14 日（土）　　14 時～（30 分程度） 

内容　絵本・紙芝居の読み聞かせなど

ベビーの部

日時　５月 19 日（木）11 時～（20 分程度）

内容　絵本の読み聞かせ、わらべうたなど

※予約制。前月のおはなしの会終了後か

ら、図書館カウンターと電話で受け付

けます。

※人数制限、場所の変更または中止する場

合があります。

申・問 ☎２３－２４５３

※休館日…５月２日（月）・９日（月）・16日（月）・23日（月）・30日（月）

★雑誌・レシートスポンサー募集中
詳細は市立図書館にお問い合わせください。

５月の別府けいりん 場外ナイター本場ナイター 場外デイ本場モーニング

日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
本
場

FⅠナ
イター
♥

第４回前節ＦⅡ
モーニング7

第５回前節ＦⅡ
モーニング7

ＦⅡミッドナイト
※入場できません

第４回後節ＦⅡ
モーニング7

場
外
デ
イ

施設
整備 日本選手権競輪ＧⅠ 高知ＦⅠ

西武園ＦⅠ
宇都宮記念ＧⅢ 岐阜ＦⅠ 全プロ

（佐世保）
和歌山
ＦⅠ防府ＦⅠ

（いわき平）
岸和田ＦⅠ 和歌山ＦⅠ 大垣ＦⅠ 福井ＦⅠ 大宮ＦⅠ

場
外

ナ
イ
タ
ー

伊東温泉ＦⅠ 平塚
ＦⅠ 函館記念ＧⅢ 武雄

ＦⅠ
松山
ＦⅠ

久留米
ＦⅠ

川崎
ＦⅠ

京王閣
ＦⅠ四日市ＦⅠ

ミッドナイト

５月20日（金）～22日（日）　ＦⅡミッドナイト　※入場はできません。インターネット観覧などでお楽しみください。



各施設の QRコードで別府市サイト（毎月更新）にアクセスすると、市報に掲載しきれない催し（日時など）もご覧になれます。

携帯 で催しを チェック！

『毎月第３日曜日は家庭の日』
別府市・別府市青少年問題協議会・別府市教育委員会・別府市青少年育成市民会議

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

５
月
の
主
な
行
事（
◆
は
要
申
込
）

・
未
就
学
児
対
象
で
す
。

・
保
護
者
同
伴
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
初
め
て
で
も
自
由
に
来
館
で
き
ま
す
。

 

（
日
時
な
ど
詳
し
く
は
お
問
合
せ
を
）

・
子
育
て
相
談
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

・
行
事
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
材
料
費
な
ど
実
費
が
か
か
る
行
事
も
あ
り
ま
す
。

◆
０
歳
児
サ
ー
ク
ル　

13
日
㈮

◇
栄
養
士
さ
ん
と
話
そ
う
　
13
日
㈮

◆
音
脳
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ

　

＆
ベ
ビ
ー
リ
ト
ミ
ッ
ク
　
17
日
㈫

◆
１
歳
児
以
上
サ
ー
ク
ル
　
18
日
㈬

◆
親
子
リ
ト
ミ
ッ
ク
　
19
日
㈭

◇
保
健
師
さ
ん
と
話
そ
う

　
19
日
㈭

◆
パ
ペ
ッ
ト
キ
ッ
ズ
　
26
日
㈭

◆
布
絵
本
の
会
　
12
日
㈭

◆
赤
ち
ゃ
ん
サ
ロ
ン
・
保
健
師
さ
ん

　

と
話
そ
う
　
17
日
㈫

◆
音
脳
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ
　
18
日
㈬

◆
こ
ろ
こ
ろ
ど
ん
ぐ
り
の
会
　
18
日
㈬

◆
わ
ら
べ
だ
ョ
！
全
員
集
合　

24
日
㈫

◆
パ
ペ
ッ
ト
キ
ッ
ズ
　
　
　
25
日
㈬

◆
ハ
ッ
ピ
ー
バ
ー
ス
デ
ー
　
31
日
㈫

◆
０
歳
児
サ
ー
ク
ル
　
11
日
㈬

◆
多
胎
児
サ
ー
ク
ル
　
13
日
㈮

◆
英
語
で
あ
そ
ぼ
う
　
15
日
㈰

◆
パ
ペ
ッ
ト
キ
ッ
ズ　

17
日
㈫

◆
音
脳
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ
　
24
日
㈫

◆
１
歳
児
以
上
サ
ー
ク
ル　

26
日
㈭

◇
園
庭
開
放

　
７
日
㈯
・
10
日
㈫
・

　
17
日
㈫
・
24
日
㈫
　
11
時

◆
父
の
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
作
り

　
14
日
㈯
　
10
時 　

　

風
の
ま
ち

☎
(27)
５
４
６
６

㈰
・
㈷
休
館

（
ナ
ー
サ
リ
ー
み
に
ふ
う
２
階
）

　
　

べ　

る　

ね

☎
(27)
１
１
２
８

㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

（
ほ
っ
ぺ
パ
ー
ク
内
）

　
　

ど　

れ　

み

☎
(66)
８
１
８
１

㈰
・
㈷
休
館

（
す
き
っ
ぷ
パ
ー
ク
内
）

わ　

ら　

べ

☎
(25)
０
１
２
０

㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

（
お
ひ
さ
ま
パ
ー
ク
）

　
㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

西
部
児
童
館

　

☎
(27)
５
５
５
３

（
ほ
っ
ぺ
パ
ー
ク
内
）

　
㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

北
部
児
童
館

　

☎
(27)
６
０
５
０

（
あ
す
な
ろ
館
内
）

◇
書
き
方
教
室
　
８
日
㈰

◇
に
こ
に
こ
折
り
紙
教
室
　
14
日
㈯

◇
わ
く
わ
く
北
部
　
15
日
㈰

◇
児
童
館
ま
つ
り
　
22
日
㈰

◇
エ
ン
ジ
ョ
イ
ピ
ン
ポ
ン
　
28
日
㈯

◇
子
ど
も
の
日
お
楽
し
み
会

　

７
日
㈯

◇
工
作
を
し
よ
う　

８
日
㈰

◆
ヨ
ガ
教
室

　
10
日
㈫
、
17
日
㈫

　
24
日
㈫
、
31
日
㈫

◇
わ
く
わ
く
南
部　

14
日
㈯

◇
こ
ろ
こ
ろ
ど
ん
ぐ
り
の
会

　

18
日
㈬

児
　
童
　
館

   

５
月
の
主
な
行
事
（
◆
は
要
申
込
）

・
乳
幼
児
（
保
護
者
同
伴
）
か
ら

  

小
学
生
・
中
学
生
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

・
年
度
毎
に
登
録
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

・
初
め
て
で
も
自
由
に
来
館
で
き
ま
す
。

 

（
日
時
な
ど
詳
し
く
は
お
問
合
せ
を
）

・
行
事
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
材
料
費
な
ど
実
費
が
か
か
る
行
事
も
あ
り
ま
す
。

◆
ゆ
る
マ
マ
ヨ
ガ
　
16
日
㈪
　
10
時
30
分

◆
誕
生
会　

20
日
㈮
　
10
時

◆
音
脳
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ

　
26
日
㈭
　
10
時
30
分

　

元
気
モ
リ
モ
リ「
す
く
す
く
体
操
」

　

室
内
あ
そ
び

◇
０
、１
歳
児
　
10
日
㈫

◆
２
、３
歳
児
　
17
日
㈫

◇
つ
く
っ
て
あ
そ
ぼ
う
！
　
16
日
㈪

　
〜
20
日
㈮

◆
ワ
ク
ワ
ク
に
こ
に
こ
お
は
な
し
会

　
24
日
㈫

☆
お
誕
生
月
の
人
に
手
型
カ
ー
ド
を

   

プ
レ
ゼ
ン
ト

※
催
し
は
全
て
10
時
か
ら
で
す
。

※
詳
細
は
モ
バ
イ
ル
版
で
ご
確
認
を
。

◆
ベ
ビ
ー
リ
ト
ミ
ッ
ク　

10
日
㈫

◆
わ
ら
べ
う
た　

13
日
㈮

◆
地
域
交
流
子
育
て
ひ
ろ
ば
　
16
日
㈪

◆
子
育
て
知
恵
袋
講
座　

17
日
㈫

◆
母
乳
育
児
相
談
会　

20
日
㈮

◆
マ
マ
ク
ッ
キ
ン
グ
　
21
日
㈯

◆
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ
　
30
日
㈪

◇
児
童
館
ま
つ
り
　
22
日
㈰

◇
わ
く
わ
く
タ
イ
ム　

　
１
日
㈰
、
６
月
５
日
㈰

◇
三
世
代
で
遊
ぼ
う
　

　
７
日
㈯
、
６
月
４
日
㈯

◇
少
林
拳
を
し
よ
う　

８
日
㈰

◇
３
Ｂ
体
操　

14
日
㈯

◇
囲
碁
・
将
棋
教
室
　
15
日
㈰

◇
割
り
箸
で
お
絵
描
き　

21
日
㈯

◇
ピ
ン
ポ
ン
で
遊
ぼ
う
　
28
日
㈯

◇
カ
レ
ン
ダ
ー
作
り　

29
日
㈰

㈫
・
第
３
㈰
休
館

光
の
園
児
童
館

　
　

☎
(23)
５
５
１
１

乳
幼
児
親
子
対
象
行
事（
10
時
30
分
）

◆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

　

６
日
㈮
、
13
日
㈮
　

　
20
日
㈮
、
27
日
㈮

◆
お
母
さ
ん
の
た
め
の
癒
し
の
マ
ッ

　

サ
ー
ジ
　
９
日
㈪

◇
に
じ
の
会　
（
絵
本
読
み
聞
か
せ
）

　
12
日
㈭

◆
ち
ち
ん
ぷ
い
ぷ
い
お
母
さ
ん
の
会

　
18
日
㈬

◆
マ
マ
カ
フ
ェ
　
26
日
㈭

小
学
生
対
象
行
事
（
13
時
30
分
）

◇
運
動
遊
び　

21
日
㈯

別
府
市
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

（
ど
れ
み
・
わ
ら
べ
・
べ
る
ね)

３
支
援
セ
ン
タ
ー
合
同
散
策

日
時　

20
日
㈮
　
10
時
30
分
〜

場
所　

別
府
公
園
東
門
広
場

対
象　

未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者

内
容　

散
策
、
ふ
れ
あ
い
遊
び
、

　
　
　 

ダ
ン
ス
な
ど

※
要
申
込
み
。
各
セ
ン
タ
ー
で
受

付
中
で
す
。
詳
細
は
各
セ
ン
タ
ー

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

に
じ
の
ひ
ろ
ば

☎
(23)
３
８
０
１

㈰
・
㈷
休
館

（
光
町
15
の
15
）

　
　

す
く
す
く
ル
ー
ム

ふ

た

ば　（
矢
田
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
２
階
）

☎
(22)
９
７
７
０

㈯
・
㈰
・
㈷
休
館

　
㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

南
部
児
童
館

　
☎
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
(26)
３
３
５
５
（
お
ひ
さ
ま
パ
ー
ク
）

南
部
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
・
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※
市
報
に
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　ござ目 GOZAME 展 ー編組シリーズ②ー
期間　４月 26 日（火）～５月 22 日（日）※ 月曜休館
開館時間　８時 30 分～ 17 時（最終日は 15 時まで）
入館料　大人（高校生以上）390 円　
　　　　小人（小中学生） 　 130 円
場所・問　別府市竹細工伝統産業会館
　　　　　（東荘園８丁目３組）☎２３－１０７２

　竹細工ワークショップ
自分だけのアートフレームを作りましょう。
日時　５月 29 日（日）９時 30 分～ 12 時
料金　2,800 円（コーヒー & おやつ付き）
定員　６人（先着順）　
申込方法　下記へ電話またはホームページで申込み　
場所・申 問　　別府市竹細工伝統産業会館

　　　　　　　（東荘園８丁目３組）☎２３－１０７２

　日本フットボールリーグ〈JFL〉ヴェルスパ大分ホームゲーム
王座奪還に向けて後押しを！
会場では多数のキッチンカーグルメやイベントを開催。
日時・場所
①５月 15 日（日）VS  ＦＣ神楽しまね
　11 時 30 分開場　 13 時キックオフ
　ジェイリーススタジアム（旧：大分市営陸上競技場）
②６月５日（日）VS  ＭＩＯびわこ滋賀
　11 時 30 分開場　13 時キックオフ　日田市陸上競技場
入場料
　当日券：大人 2,000 円　小中高 1,000 円　幼児無料
　前売り券（コンビニ）：大人 1,200 円　小中高 500 円

申 問　ヴェルスパ　☎０９７－５４５ー２２２７

　竹炭食べれるんだって！～竹炭関連商品販売記念イベント～
　市竹細工伝統産業会館に併設している SHOP ＆ CAFE で、
竹炭を使ったパンやクッキー、かき氷などの販売開始を記念し、
サンドイッチ販売などのイベントを開催します。
日時　５月 31 日（火）　11 時～ 15 時
場所・問　別府市竹細工伝統産業会館
　　　　　（東荘園８丁目３組）☎２３－１０７２

◀詳しくはヴェルスパ大分の
　ホームページへ

▶
竹
炭
か
き
氷



　竹製温泉冷却装置「湯雨竹（ゆめたけ）」を新たに

設置し、３月 25 日からリニューアルオープンしまし

た。また、隣接する地獄蒸し工房鉄輪広場にある飲泉

も利用できます。

場　所　風呂本５組（いでゆ坂沿い）

時　間　10 時～ 17 時

休館日　毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）　

問　市観光課　☎２１－１１２８　

いでゆ坂ポケットパーク足湯

リニューアル

　市民の皆様の憩いの場になるように、４月６日にリ

ニューアルオープンしました。

　毎週月・水・金曜日（10 時 30 分～14 時）にはキッ

チンカー、マルシェを随時開催します。

　出店スケジュールは市ホームページに掲載しています。

問　市総務課　☎２１－１１１８

市役所庁舎中庭

リニューアル

　ロシアによる軍事侵攻により、避難を余儀なくされたウ

クライナからの避難民に対して生活支援などの人道支援を

するため、ウクライナ緊急支援寄附金を受け付けます。

別府市ウクライナ緊急支援寄附金の受付

日　程　５月８日（日）

場　所　由布岳正面登山道入口

　　　　 ( 雨天時は特設テント内 )

内　容　８時 30 分～  記念品配布（先着 1,000 人 )

　　　　９時～　　　 安全祈願祭

問　由布岳観光協議会（市観光課内）

　 　☎２１－１１２８

第42回由布岳山開き祭
イベント

振込先口座

・大分銀行　別府支店　普通　7587471

・大分みらい信用金庫　本店　普通　9465967

・ゆうちょ銀行　00970-8-335691

　口座名義　別府市ウクライナ緊急支援寄附金

　　　    （ﾍﾞﾂﾌﾟｼｳｸﾗｲﾅｷﾝｷﾕｳｼｴﾝｷﾌｷﾝ）

※窓口で同一金融機関に振り込む場合の振込手数料

は免除されます。（ATM は有料）

問　市政策企画課　☎２１－１１２２

編集と発行　別府市役所 秘書広報課　〒874-8511  別府市上野口町１番 15 号　☎ 21-1111
[ 市報べっぷ ] 令和４年５月１日発行

【編集後記】扇山火まつりの取材に行った際、多くの人
たちが、手足の感覚がなくなるような寒さの中でもとても
楽しそうに撮影を行っていました。普段、自分が何気なく
見ていたイベントにもこのように多くの人たちが感心を
持っていることを体感することができ、感動し
ました。こういった発見を市報を通してより多
くの皆様にお届けしていきたいと思います。（I）

人口と世帯
３月末現在 前月比

人　口 112,655 ー 406
　男 51,675 ー 234
　女 60,980 ー 172
世帯数 60,767 ー 28

３月
転入 951
転出 1,267
出生 58
死亡 148

　　　　　　　　　　　美しい町をつくりましょう　温泉を大切にしましょう　お客さまをあたたかく迎えましょう

５月の納期
●軽自動車税種別割（全期）
●固定資産税・都市計画税
　（第１期）
●水道料金・下水道使用料
　（南地区：３・４月分）
●道路占用料（全期）
●河川占用料（全期）

便利な口座振替を！

別府市民憲章


